
１．児童虐待防止対策の強化について

児童虐待防止対策については、都道府県や児童相談所、市区町村など関係

者が連携して対応いただいているところであるが、虐待相談対応件数は年々

増加し、令和２年度には20万件を超えているほか、子どもの命が失われる重

篤な事例も後を絶たない。

国として、児童相談所等の体制強化や対応する職員の質の向上のための支

援に引き続き取り組むこととするとともに、児童虐待防止のためには、子育

てに困難を抱える家庭等に対する包括的な支援体制の強化が必要であり、児

童相談所とともに市区町村やNPO 民間なども含めた関係機関が連携・協働し、

て取り組んでいくことが重要であると考えている。

このため、別の資料で詳述するが、支援を必要とする家庭、妊婦、子ども

を早い段階で把握し、虐待のような最悪な形となってしまう前に、行政によ

る適切な支援が行われるよう、

・ 市区町村において、妊産婦や子育て世帯、子どもに対する一体的な相談

機関を整備し、相談支援を充実することや、

・ 訪問による家事支援や、親子関係の形成支援など、 家庭を支援する事

業を法律において新設すること、

・ 児童相談所が民間と共働し、里親支援や親子関係の再構築のための事業

を実施すること

等の内容を盛り込んだ児童福祉法の改正法案を提出したところであり、児童

虐待の防止に向けて、家庭支援等に取り組むこととしている。

（１）令和４年度に施行する法改正事項について

（関連資料１）

令和元年６月に成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉

法等の一部を改正する法律 （令和元年法律第46号。以下「改正法」とい」

う において規定された ①法律関連業務に関する弁護士の関与の強化 ②。） 、 、

児童相談所における医師及び保健師の必置、③児童福祉司の任用要件の見直

し、④指導教育担当児童福祉司の任用要件の見直し等に係る改正が、令和４

年４月１日より施行されることとなっている。また、民法の一部を改正する

法律（平成30年法律第59号）の施行により、令和４年４月１日から成年年齢

が20歳から18歳に引き下げられる。

これらについては、既に対応を進めていただいているところではあるが、

以下のとおり改めてご了知願いたい。

① 児童相談所における弁護士の関与の強化

改正法により、児童相談所は措置決定その他の法律関連業務について、
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常時弁護士による助言・指導の下で適切かつ円滑に行うため、都道府県

等は弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行う必要がある（児童福祉法

第12条第３項 ことから 各児童相談所では適宜の方法で 常時弁護士） 、 、

に相談できる体制を整備されたい 各都道府県等におかれては 法的対。 、

応機能強化事業も活用しつつ弁護士の確保を進めていただきたい。なお、

常勤弁護士の配置に向けた取組を実施する場合、より手厚く補助するこ

ととしているため、積極的に活用されたい。

② 児童相談所における医師及び保健師の必置化

改正法により 児童相談所に医師及び保健師をそれぞれ一人以上配置、

することとされる（児童福祉法第12条の３第８項 。）

この規定に基づき 医師及び保健師の配置について 医師の配置につ、 、

いては医療的機能強化等事業も活用しながら適切に対応されたい。

③ 児童福祉司の任用要件の見直し

従前の児童福祉司の任用資格では 社会福祉主事に対しては 児童福、 、

祉事業に従事した経験を課していたところ 改正法により 児童福祉事、 、

業に代わり相談援助業務に従事した経験が課されることとなる 児童福（

祉法第13条第３項第７号 。）

現在既に任用されている児童福祉司については 引き続き任用するこ、

とができるが 令和４年度以降に新たに配置する者については新しい要、

件が適用されるため留意されたい。

また 児童相談所長の要件についても同様の見直しを今後行うことを、

予定している 見直しは令和６年度からの施行を予定しているが 地方。 、

公共団体においてはこれを想定した準備を進められたい。

④ 指導教育担当児童福祉司の任用要件の見直し

改正法により 指導教育担当児童福祉司 いわゆるスーパーバイザー、 、

ＳＶ の任用要件として 厚生労働大臣が定める基準に適合する研修（ ） 、

の過程を修了していることが課される（児童福祉法第13条第６項 。）

この規定に基づき 令和４年４月１日より ＳＶの任用にあたっては、 、

任用前の研修受講が必要となる。その具体の方法については 「令和４、

年４月以降の指導教育担当児童福祉司の任用前研修の取扱い等につい

て （令和３年８月27日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）」

にて示しているが、改めて確認の上、適切に対応いただきたい。

⑤ 成年年齢の引き下げによる児童相談所等への影響

民法の改正により 令和４年４月１日より成年年齢が18歳に引き下げ、
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られる。

児童相談所における措置等の事務の取扱について 主要な点として下、

記３点につきご了知いただきたい。

（ⅰ） 親権者等が反対する場合の家庭裁判所での審判について

18歳を超えた子どもには 親権者等がいないこととなるから 一時保、 、

護の延長や施設措置に際して 親 当該子どもが児童であったときに親、 （

権者であった者をいう ）の同意を得る必要はなく、一時保護の延長等。

に親が反対であっても家庭裁判所に審判を申し立てる必要はない。

（ⅱ） 一時保護や施設入所等措置に係る子ども本人の同意について

成年した子どもについては （ⅰ）のとおり、一時保護の延長等にあ、

たって親の同意は不要であるが 代わりに子ども本人の同意が必要とな、

り 子どもの意に反した一時保護の延長や施設入所措置はできない ま、 。

た 18歳に達した子ども 成人した者 に対して一時保護や施設入所等、 （ ）

措置を行う場合は 本人の同意が必要であり 本人の意に反した処分は、 、

できない。

ただし 本人が措置に反対した場合等の措置解除等に当たっては 本、 、

人と話し合ったり 必要に応じて親や関係者等と相談する機会を設けた、

りするなど 本人の最善の利益の観点に立った丁寧な対応をお願いした、

い。

（ⅲ） 児童虐待防止法第12条に基づく面会通信制限について

18歳を超えて措置されている子ども いわゆる延長者に対しては 民、 、

法改正に伴う児童虐待の防止等に関する法律第16条の削除により 同法、

第12条に基づく面会通信制限の措置を取ることができなくなるなど 改、

正に伴う影響がある。

成年している延長者に関し 親はもはや面会・通信を求める法律上の、

権限を有さないと考えられるため 児童虐待防止法第12条による面会通、

信制限はその適用の前提を欠くこととなるが 親が子どもとの面会を強、

く要求する事態は引き続き発生する可能性がある このようなケースに。

は 児童福祉司指導により 面会できないことを伝えていく対応をとる、 、

ことが考えられる。

以上 （ⅰ）～（ⅲ）のとおり成年年齢の引下げに伴う主要な影響に、

ついてお示ししたが その他の論点も含め ＱＡの形で留意点を近日中、 、

にお示しすることとしているので 地方公共団体におかれては適宜参照、

されたい。
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なお 措置延長や児童自立生活援助事業 社会的養護自立支援事業等、 、

の上限年齢については 現行の要件を維持することとしているため 対、 、

象となる者の自立を図るために必要な場合には 引き続き これらの制、 、

度を積極的に活用いただくようお願いする。

（２）児童相談所の体制強化について（関連資料２～７参照）

① 令和４年度における児童福祉司等の配置目標等について

児童相談所の体制整備については 児童虐待防止対策体制総合強化、「

プラン 新プラン 平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係」（ ）（

府省庁会議決定 に基づき計画的な職員の増員に取り組んでおり 児童） 、

福祉司及び児童心理司の増員について 計画を１年前倒しし 本年度ま、 、

でに新プランで掲げている人員体制 ※ の確保を目指すこととしてい（ ）

たところである。

今般 児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数が引き続き、

増加している状況等を踏まえ 本年１月20日に開催された児童虐待防止、

対策に関する関係府省庁連絡会議において 令和４年度は児童福祉司に、

ついて5,765 人（対前年比＋505 人 、児童心理司について2,348 人）

（対前年比＋198 人）の人員体制を確保することを目指すこととされた。

増員に当たっては 必要な地方交付税措置が講じられる予定となってい、

るほか 引き続き 自治体における採用活動等への支援に取り組むこと、 、

としているので 各自治体において 児童相談所における人材確保を進、 、

めていただくようお願いする。

（※）令和３年度までに、児童福祉司は5,260 人、児童心理司は2,150

人の体制の確保を目指す。

② 令和３度第１次補正予算及び令和４年度予算案

令和３年度第１次補正予算及び令和４年度予算案においては、児童

相談所における職員の専門性の向上や、子どもの権利擁護の推進、一

時保護に関する取組を強化するための予算が計上されている。各自治

体におかれては、こうした予算を積極的に活用していただくよう、検

討をお願いする。

ア 職員の専門性の向上

職員の専門性の向上については 令和４年度予算案では 子ども、 、「

の虹情報研修センター」及び「西日本こども研修センターあかし」

が実施する研修がオンラインで円滑に実施することができるよう環

境整備を行うための経費を引き続き計上しているほか、子どもの虹
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情報研修センターにおいて、児童相談所におけるＯＪＴや演習等の

研修に当たり、外部人材の活用促進が図られるよう、講師やアドバ

イザーを子どもの虹情報研修センターに登録し、児童相談所等に派

遣等できる仕組みを創設する。本取組の詳細については、追って連

絡する。

なお、令和４年度に子どもの虹情報研修センター等で実施される

予定の研修については、関連資料を参照していただきたい。

イ 子どもの権利擁護の推進

子どもの権利擁護に関する取組を推進するため、令和４年度予算

案では、子どもの意見・意向表明（アドボケイト）について、先進

的な取組を支援するため子どもの権利擁護に係る実証モデル事業の

実施要件を柔軟化するとともに、子どもや児童相談所等へ調査を行

う専任の職員の確保を推進するため、補助基準額を１自治体当たり

8,715千円から10,000千円（国10／10 ）に引き上げることとした。）

また、児童福祉法第12条第６項に「業務の質の評価を行うことそ

の他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めな

ければならない」こととされている。そのため、児童相談所におけ

る第三者評価の受審の促進を図るため、第三者評価を受審した場合

の費用の補助を創設した。

ウ 一時保護に関する取組の強化

一時保護について、適切な受け皿を確保するため、これまでも一

時保護所の整備費への支援の拡充等を行ってきたところであるが、

定員超過が常態化している一時保護所がある自治体においては、定

員拡大を図ることが急務である。そのため、令和３年度第１次補正

予算において、一時保護所の定員超過解消を図る自治体を支援する

ため、令和２年度の平均入所率が90％を超える一時保護所を管轄す

る自治体が定員超過解消のための計画を策定した場合には、一時保

護所の新設・改築、児童養護施設等に一時保護専用施設を設置する

整備費の補助率を嵩上げることとした 国１／２から国９／10へと。（

大幅に嵩上げ）

また、令和４年度予算案において、一時保護所又は一時保護委託

先と原籍校が離れていることを理由として、通学の制限が行われる

ことのないよう、これまで行ってきた通学の際の付添員の配置支援

に加え、一時保護所等から原籍校への送迎に要する費用の加算を創

設する。さらに、一時保護所職員の資質向上を図るため、児童福祉

司等に対する新任時研修等に加えて、一時保護所職員向けの研修を
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実施する場合の加算を創設する。

③ 児童福祉法施行規則第６条第７項の厚生労働大臣が定める講習会の

実施状況について

児童家庭支援センターは、児童虐待に関する相談対応が急増する中

で、児童相談所を補完する役割を担うことができるものとして、児童

相談所が身近にない地域への設置等を検討することとしているほか、

児童養護施設等における地域支援機能や里親支援機能の強化の一環と

して開設を検討することとされており、社会的養育に関する体制整備

を進める中において、児童家庭支援センターの整備やその職員の確

保・育成に計画的に取り組むことが必要である。

児童家庭支援センターで相談支援を担当する職員は、児童福祉司の

任用要件を満たす必要があるが、今般、調査をしたところ指定講習会

を開催している49自治体のうち、民間の児童家庭支援センター等の方

の受講も可能としていたのは20自治体であった。民間の方の受講を可

能としていない自治体においては、参加を可能とするよう検討してい

ただきたい。

④ 児童相談所における効率的なカンファレンスの運用方法について

（岡山県の事例の紹介）

児童虐待相談対応件数が増加している中で、判定会議や援助方針会

議などのカンファレンスが効率的かつ効果的に行われる形で運営する

ことは重要である。今般、岡山県にご協力いただき、関連資料６に事

例を掲載しているので、今後の運用の参考とされたい。

（３）市町村の体制強化について

① 令和４年度予算案

（関連資料４参照）

児童虐待への対応に当たっては、児童相談所だけではなく、市町村

特別区を含む 以下同じ も重要な役割を担っており 児童虐待の（ 。 。） 、

発生予防・早期発見、そのための家庭支援や児童虐待発生時の迅速・

的確な対応を行うことが求められる。

こうした対応に当たっては、体制の整備や専門性の強化が必要とな

るため、市町村において、子どもとその家庭や妊婦等を対象として、

地域の実情の把握、相談対応、調査、継続的支援等を行う「市区町村

子ども家庭総合支援拠点」の整備を進めていただいている。令和４年

度予算案においても、その設置・運営に係る必要な経費を計上してい

ることから引き続き、各自治体におかれては、子ども家庭総合支援拠
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点の体制整備に取り組んでいただきたい。

なお、児童虐待防止を含めた家庭支援の在り方について市町村や民

間団体も含めた地域全体の支援力の強化等を目的として、社会保障審

議会児童部会社会的養育専門委員会において、次期制度改正に向けた

検討がなされ、本年２月、報告書が取りまとめられた。本報告書の内

容を受け、子育て世帯に対する家庭及び養育環境の支援を強化するた

め、市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な相談支援等

を行うこども家庭センターの設置等を内容とする児童福祉法等の改正

案を今国会に提出したところであり、その詳細は別途、制度改正の資

料をご参照いただきたい。法改正後の令和６年４月からは子ども家庭

（ ）総合支援拠点 (児童福祉)と子育て世代包括支援センター 母子保健

について、双方の設立の意義やこれまで果たしてきた機能・役割を維

持しながら、組織を一体化した相談機関（こども家庭センター）とす

ることとしているが、現行の子ども家庭総合支援拠点や子育て世代包

括支援センターの設立の意義・機能は維持されることになるため、未

設置の自治体におかれては引き続き、その設置に向けて尽力いただく

とともに、一体的な相談支援を行う機能を有する相談機関設置を視野

に入れた積極的な検討をお願いする。

また、児童虐待のリスクの高まりを踏まえ、子育て世帯が孤立しな

いよう支援することが重要であることから、子ども食堂や子ども宅食

を運営する民間団体等と連携して地域における見守り体制を強化する

ため、令和２年度補正予算において創設した「支援対象児童等見守り

強化事業」を令和４年度予算案に計上し、その安定的実施に向けて、

引き続き財政支援を行うこととしている。

さらに、市区町村における地域とつながりのない未就園児等のいる

家庭等を訪問する取組に対する補助を行うこととしている。各自治体

におかれては、こうした予算を積極的に活用していただくよう、検討

をお願いする。

※支援対象児童等見守り強化事業（令和４年度予算案）

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：212億円の内数】

①アウトリーチ型／居場所型

補助基準額：１か所あたり9,729 千円

（民間団体等の支援スタッフの人件費、訪問経費など事業実施に係る経費）

補助率：２／３

実施主体：市区町村

対象団体：子ども食堂や宅食等の支援を行う民間団体等

②クーポン・バウチャー等活用型
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補助基準額：児童１人あたり５万円

補助率：10／10

実施主体：市区町村

※未就園児等全戸訪問事業（令和４年度予算案）

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：212億円の内数】

補助基準額：

・訪問費用 訪問回数×６千円 ※年２回目以降の訪問も補助対象

・事務職員雇上費 １日当たり：7,220円×事務職員数 ※複数名の雇上も可

・民間団体へ委託する場合の事務費 564千円

実施主体：市町村

補助率 ：国1/2、市町村1/2

② 市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置について

平成28年の児童福祉法改正以降、身近な相談機関である子ども家庭

総合支援拠点と子育て世代包括支援センター双方の整備に御尽力いた

だいた結果、着実に整備は進んできており、改めて感謝申し上げる。

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」では、市町村の相談支援体

制等の強化を図るため、2019年度からの４年間で、

・市区町村子ども家庭総合支援拠点を全市町村に設置する

・要保護児童対策調整機関の常勤の調整担当者を全市町村に配置する

ことを目標として定めている。

これを踏まえ、令和元年度より、標準団体（人口10万人）当たり２

名（子ども家庭総合支援拠点の職員１名及び要保護児童対策調整機関

調整担当者１名）の職員が地方交付税措置されていることから、速や

かに体制の整備に取り組んでいただきたい。

子ども家庭総合支援拠点の設置促進のため、立ち上げに知見を有す

る者をアドバイザーとして各自治体に派遣する取組を「西日本こども

研修センターあかしセンター」の事業として実施しているところであ

るが、令和４年度予算案においても、昨年度同様、自治体向け説明会

の実施等を行うこととしており、詳細については別途お知らせする。

なお、繰り返しとなるが、今般、児童福祉法等を改正し、子ども家

庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターについて、双方の設立

の意義やこれまで果たしてきた機能・役割を維持しながら、組織を一

体化した相談機関（こども家庭センター）とすることとしている。こ

の場合においても、現行の子ども家庭総合支援拠点や子育て世代包括

支援センターの設立の意義・機能は維持されることになるため、未設

置の自治体におかれては引き続き、その設置に向けて尽力いただくと

ともに、一体的な相談支援を行う機能を有する相談機関設置を視野に
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入れた積極的な検討をお願いする。

③ 地域における子どもの見守り体制の強化について

（関連資料８参照）

先述のとおり、令和２年度補正予算で創設した「支援対象児童等見

守り強化事業」について、令和４年度予算案に計上し、安定的な実施

に向けて、引き続き財政支援を行うこととしている。本事業では、子

ども食堂や宅食等の支援を行う民間団体等が、支援を必要とする子ど

も等の居宅を訪問するなどして、状況の把握や食事の提供等を通じた

見守り体制を強化するための取組への支援を行うこととしている。こ

れに加え、新たな地域における見守りの担い手としてのＮＰＯ法人の

重要性にかんがみ、クーポン・バウチャー等の活用による学習塾、習

い事、子育て支援サービスなどの地域の多様な事業主体と連携した要

支援児童家庭の新たな見守り強化モデルの確立を目指すこととしてお

り、これに係る取組への支援も行うこととしている。

なお、本事業が活用されるよう、これまでも本事業の運用に係るＱ

＆Ａの発出や取組事例等をお示ししてきたほか、民間団体等とも連携

して事業の周知を図ってきたところである。本事業は、児童虐待の発

生予防・早期発見に資する有効な事業であることから、各自治体にお

いても本事業の積極的な活用に向けて検討されたい。

（４）その他の児童虐待防止対策の取組について

① 要保護児童等情報共有システムについて（関連資料９参照）

「 」要保護児童等に関する情報共有システム(以下 情報共有システム

という は 昨今の児童虐待相談対応件数の急増や虐待による児童の。） 、

死亡事案の発生などを踏まえ 児童虐待防止対策の抜本的強化につい、「

て(平成31年３月19日関係閣僚会議決定)」に「児童相談所・市区町村

の情報共有をより効率的・効果的に行うため、全都道府県においてシ

ステム整備の構築を進める (中略) 全国の都道府県間の情報共有シ。」 「

ステム構築に向け検討を進める とされ これらを踏まえ令和３年９。」 、

月から全国の児童相談所において、ア）他の自治体に転居した事案の

ケース記録を転居先の自治体に情報提供する、イ）行方不明となった

事案に関して、全国の児童相談所に情報提供する事務について、情報

共有システムを活用していただいているところである。

一方で、虐待による痛ましい児童の死亡事案は市区町村を含めた自

治体間の連携が課題として指摘されるケースもあることから、今後、

児童相談所間だけではなく、市区町村と児童相談所との連携、情報の
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共有に際し、市区町村の情報共有システムの積極的な活用について協

力をお願いする。なお、児童相談所及び市区町村における情報共有や、

転居ケース等における情報共有を推進するため、令和３年度第１次補

正予算において、自治体におけるシステム改修費等に関する経費を計

上しているので、積極的な活用を検討していただくようお願いする。

また、令和４年度当初予算案においては、令和３年度に引き続き情報

共有システムの運用・保守に係る経費を計上しているところである。

② AIを活用した緊急性の判断に資するツールの開発について

（関連資料９参照）

AIを活用した緊急性の判断に資するツール(以下「AIツール」とい

う。)は、令和４年度に設計・開発を行い、令和５年度にモデル的実施、

令和６年度から運用を開始することとしている。現時点で検討してい

るAIツールに搭載する機能は、①タブレット型端末等からリスクアセ

スメントシートを入力する、②過去の類似事例等に照らしリスクスコ

アを表示する、③リスクを軽減させる調査項目を推奨調査項目として

ガイダンスするほか、管理機能として④管理者による各ケース毎の進

捗状況を管理する、⑤職員間のチャットによる迅速な情報共有や画像、

動画の送受信ができるなどの機能である。

また、AIツールは令和３年度補正予算において設計・開発に係る経

費を計上し、令和４年度に設計・開発を予定しているが、令和５年度

のモデル的実施前に 令和４年度後半から一定量の教師データ(AIがリ、

スクスコアを出すために用いるリスクアセスメントデータ)の蓄積が必

要であることから、今後、改めてデータ蓄積に関する協力をお願いす

る予定であり、各児童相談所におかれては、このデータ蓄積への協力

と令和５年度のモデル的実施への参加の検討をお願いする。

③ 地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について

（関連資料10参照）

児童虐待の防止等に関する法律第４条第５項において、国及び地方

公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を

受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のた

めの方策など、児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査

研究及び検証を行う責務を規定している。

令和３年８月公表の「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等に

ついて 第17次報告 では 検証していない死亡事例があると答えた」（ ） 、

自治体が48.6％であり、その理由は「行政機関が関わった事例でない

ため」が38.5％であった。
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平成30年６月の厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知「地方公

共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について」において

は 児童相談所 福祉事務所又は市町村が関与していない事例につい、「 、

ては、情報量が少ないために十分に検証が行えない可能性もあるが、

関与しなかった事情も含め、その地域の保健・福祉等の体制を検証す

ることも必要である 」としている。。

子ども虐待による死亡事案について、その事案を振り返り課題を明

確にすることは、同様の事案を防ぐ対策を講じるために非常に重要な

ことである。地方公共団体において子ども虐待の疑いを含む死亡事例

等が発生した場合には、本通知を参考に検証を実施していただくとと

もに、検証等に必要な費用として「児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事

業費」の「評価・検証委員会設置促進事業」を有効に活用しつつ検証

を実施していただき、子ども虐待による死亡事例等の発生予防・再発

防止に努めていただきたい。

④ 令和２年度乳幼児健診未受診者等の状況確認等の結果について

（関連資料11参照）

児童虐待防止対策の抜本的強化について 平成31年３月19日児童「 」（

虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）等において、乳幼児健診未

受診や、未就園、不就学等で福祉サービス等を利用していないなど、

関係機関が確認できていない子どもを市町村において把握し、目視等

により状況確認を進める取組について、定期的に行うこととされてい

ることを受け、各市町村において、これら子どもの把握及び状況確認

を毎年度実施している。

令和２年度における調査結果（令和３年12月24日時点）についてと

りまとめたところ、令和２年10月１日時点における確認対象児童数32,

079人のうち 状況確認ができた児童は32,063人 99.95％ 状況確認、 （ ）、

ができていない児童は16人（0.05％）であった。

状況確認ができた児童のうち、虐待又は虐待の疑いに関する情報が

あった児童を265人（0.8％）把握したが、全て市町村又は児童相談所

による支援等が行われたことを確認している。

状況確認ができていない児童16人については、全て行方不明者届の

提出、東京出入国在留管理局への出入国記録の照会により調査を継続

中であるが、引き続き状況確認ができるよう情報収集等の調査の継続

をお願いする。

⑤ 令和３年度乳幼児健診未受診者等の状況確認等の調査について
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（関連資料12参照）

令和３年度においても、調査結果（令和３年６月１日を起算日とし

令和４年２月28日までの調査結果）について３月15日までの報告をお

願いしており、ご協力をお願いする。

こうした子どもやその家庭は、特に支援を必要としている場合もあ

ることから、

・ 確認対象児童を把握した場合は、速やかに要保護児童対策地域

協議会において情報共有し、関係部署及び関係機関が連携して家

庭訪問や情報収集などを実施し、目視による状況確認に努めるこ

と

・ 状況確認の結果、支援が必要と認められる子どもを把握した場

合は、確実に要保護児童対策地域協議会にケース登録し、関係部

署及び関係機関が連携して支援の方針・内容を検討するとともに、

継続的に見守り等が行えるようにするため、積極的な家庭訪問等

により、子ども、保護者等と連絡を取り合う関係を構築しつつ支

援を実施すること

とし、調査に対する報告時点で状況確認に至っていない子どもも含め、

引き続き、当該子どもの把握及び状況確認に取り組んでいただきたい。

⑥ 令和３年度「児童虐待防止推進月間」における主な取組、令和４年

度の取組予定について

（関連資料13参照）

厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、

児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・

啓発活動を実施している。

令和３年度においては、関係府省庁、関係団体等とも協力し、

・ 「子どもの虐待防止推進全国フォーラム with ふくおか」の

実施

・ 「児童虐待防止推進月間」標語の最優秀作品や児童相談所虐

待対応ダイヤル １８９ いちはやく 体罰等によらない子「 （ ）」、「

育て」について掲載したポスター・リーフレット等の作成及び

関係機関、関係団体等への配布

・ メディア（SNS等を含む）を活用した啓発用動画の展開

・ 映画「１８９」とタイアップした広報活動

等の取組を実施した。

令和４年度については、11月に「子どもの虐待防止推進全国フォー

ラム」を香川県にて開催する予定であるが、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大状況に応じて、オンライン開催等の措置を講じる場合が
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あるので予めご了知願いたい。

、 、「 」各自治体においては 来年度も引き続き 児童虐待防止推進月間

での積極的な取組をお願いする。

⑦ 子ども虐待防止オレンジリボン運動公式ポスターデザインコンテス

トの実施について

（関連資料14参照）

認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワークが主催し 厚生労働省が、

後援している「子ども虐待防止オレンジリボン運動公式ポスターデザ

インコンテスト」は、広く国民から児童虐待防止に係る啓発ポスター

のデザインを募集するものであり、現在、令和４年度の作品募集中で

あることから、各自治体においても同コンテストについて広く一般に

呼びかけていただきたい。

⑧ 虐待による乳幼児頭部外傷事案の診断等に協力可能な医師の確保に

向けた取組について

（関連資料15参照）

乳幼児頭部外傷は重篤な場合は死に至るものであり 「子ども虐待、

による死亡時例等の検証結果等について 第17次報告 において 子（ ）」 、

ども虐待死亡事例（心中以外）における直接の死因のうち「頭部外

傷」が最も多いと報告されている。

そこで、令和２年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童相

談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研

究（PwCコンサルティング合同会社 」において、乳幼児頭部外傷事案）

の通告を受ける児童相談所が適切な援助方針を策定できるよう、判断

する際の基礎資料とすることを目的として、全国児童相談所による対

応実態の把握等を行った。その結果、児童相談所が受傷機転に応じた

再発防止策を検討するにあたり、虐待による乳幼児頭部外傷事案の場

合は医師による意見が重要であるが 地域にセカンドオピニオン先が、「

ない、または少ない」ことが課題の一つとされた。

このことを踏まえ、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事

業「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関

する調査研究（PwCコンサルティング合同会社 」において、虐待によ）

る乳幼児頭部外傷事案の診断実績がある医師にアクセスできるよう、

各学会の協力を求め、賛同の得られた学会の情報についてとりまとめ
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を行った。

これにより、令和４年４月１日以降、児童相談所が虐待による乳幼

児頭部外傷事案の通告を受けて、受傷機転等に関し医学的な助言やセ

カンドオピニオン等の意見を得ることを求める場合、またそのような

事案の対応に向けて事前に医師との関係構築を希望する場合、賛同を

得られた学会に近隣の医師等を児童相談所に紹介いただく取組が開始

される予定である。

なお、本取組の開始にあたっては、今後、詳細については通知等に

より各自治体に対し周知を行うこととしているが、各自治体において

は、以上についてご了知の上、積極的に活用されたい。

⑨ 警察との連携強化について

児童虐待は、個々の事案について事態が急展開して警察の関与が必

要な重大事件に発展するおそれもあり、その対応に当たっては、児童

相談所及び市町村において日頃から警察と緊密な連携を図ることが重

要である。

改めて、児童相談所及び市町村におかれては、児童虐待への対応に

おける警察との具体的な連携の在り方については 児童虐待防止対策、「

の強化に向けた緊急総合対策 平成30年７月20日児童虐待防止対策に」（

関する関係閣僚会議決定 を踏まえ 児童虐待への対応における警察） 、「

との連携の強化について （平成30年7月20日付け厚生労働省子ども家」

庭局家庭福祉課長通知 「 警察との情報共有に関するFAQ（自治体向）、「

け 」の送付について （平成30年11月27日付け厚生労働省子ども家庭） 」

局家庭福祉課虐待防止対策推進室事務連絡）等により示しているとこ

ろであり、児童相談所及び市町村は、警察との間で以下ア～ウの情報

は必ず共有していただくよう、お願いする。これにより、虐待防止等

の対応のため、警察と十分な連携を図っていただきたい。

ア 虐待による外傷、ネグレクト又は性的虐待があると考えられる

事案等に関する情報

イ 児童相談所が通告受理後、子どもと面会ができず、48時間以内

に児童相談所や関係機関において安全確認ができない事案に関する

情報

ウ アの児童虐待に起因した一時保護や施設入所等の措置をしてい

る事案であって 当該措置を解除し 家庭復帰するものに関する情、 、

報
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⑩ 父母の交際相手等への対応について

昨今、発生している重大で痛ましい虐待死の事案において、父母の

交際相手等による凄惨な加害の実態及びその対応の必要性や困難さに

ついて、検証報告書等において指摘されている。父母の交際相手等に

ついては、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第

２条の保護者の定義中「児童を現に監護するもの」に該当し得るもの

と 「子ども虐待対応の手引き（平成25年８月改訂版 」等においてこ、 ）

れまで示してきているところであり、改めてご了知いただきたい。そ

の上で、これらの事案を踏まえ、更なる詳細な取扱いについて厚生労

働省としてどのように対応していくかを検討しているところであり、

今後、対応方針がとりまとまり次第、その他の課題への対応と併せて、

通知等により地方公共団体に周知予定である。

２．ヤングケアラーの支援について

（１）ヤングケアラーの支援に向けた令和３年度第１次補正予算及び令和４

年度予算（案）について

（関連資料16参照）

令和２年度に実施した中学２年生及び高校２年生等を対象とした実態

調査の結果及び「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教

育の連携プロジェクトチーム」のとりまとめ報告（令和３年５月）を踏

まえ、地方自治体においてヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援

につなげる取組への支援として、以下のとおり、令和３年度第１次補正

予算の措置及び令和４年度予算（案）に計上しているので、積極的な取

組をお願いする。

なお、国自体が行う事業としては、当事者、支援者同士の相互ネット

ワーク形成支援や社会的認知度の向上のための集中的な広報啓発に要す

る経費を計上しているところである。

① 子育て世帯訪問支援臨時特例事業（令和３年度第１次補正予算）

訪問支援員が、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家

庭、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安

や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することによ

り、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐため、

別途お示しする運営要領に基づき、ヤングケアラー等の家事・育児等

の負担の軽減できるように取組を進めていただきたい。

○ 補助基準額

・ 訪問支援費用１時間当たり1,500円（3,000円）

・ 交通費１件当たり930円（1,860円）
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・ 事務費（管理費）１事業所当たり 564,000円

※ 所得等に応じた利用者負担軽減を行った場合には、訪問支援費用及び

交通費について補助額の加算を実施。なお、括弧書きは生活保護世帯

に対して、利用者負担軽減を実施した場合の補助基準額。

○ 補助割合

国：１／２、都道府県：１／４、市町村：１／４

② ヤングケアラー支援体制強化事業（令和４年度予算（案 ））

ア ヤングケアラー実態調査・研修推進事業

都道府県、市区町村において、以下の取組を実施した場合に要す

る費用について、国がその１／２に相当する額を補助することとす

る。なお、補助基準額については、都道府県・政令市、中核市・特

別区、その他市町村によって異なるため、関連資料を参照いただき

たい。

○ 実態調査・把握

地域において、家族のケアの状況等のヤングケアラーの実態を

把握するとともに、ヤングケアラーに関する問題意識を喚起する

ため、実態調査を行う。

○ 関係機関職員研修

地域において、子ども本人、保護者並びにケアを必要とする人

に関わることが想定される医療、介護、福祉、教育等の関係機関

（要対協構成機関も含む）職員がヤングケアラーについて理解を

深めるため、研修等を実施する。

イ ヤングケアラー支援体制構築モデル事業

都道府県、市区町村において、以下の取組をモデルとして実施し

た場合に要する費用について、国がその２／３に相当する額を補助

することとする。なお、補助基準額については、都道府県・政令市、

中核市・特別区、その他市町村によって異なるため、関連資料を参

照いただきたい。

○ ヤングケアラー・コーディネーターの配置

ヤングケアラーを発見・把握した場合に、高齢、障害、疾病、

失業、生活困窮、ひとり親家庭等といった家庭の状況に応じ、適

切な支援につなげられるよう、関係機関、団体等と連携して相

談・支援、適切な機関へのつなぎを行う専門職として、ヤングケ

アラー・コーディネーターを配置する。

○ ピアサポート等相談支援体制の推進

ヤングケアラーにとって、家事や家族の世話についての相談先
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として心理的なハードルの高い公的機関に代わる効果的な相談窓

口として、支援者団体等によるヤングケアラーを対象としたピア

サポート等の悩み相談を実施する。

○ オンラインサロンの設置運営、支援

ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験を共有することができ

る新たな場所として、支援者団体等によるＳＮＳやＩＣＴ機器等

を活用したオンラインサロンの設置・運営、支援を実施する。

（ ）多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する２

調査研究（令和３年度）

（関連資料17参照）

ヤングケアラーを早期に発見し支援につなげるためには、福祉、介護、

医療、教育等関係機関同士の連携が極めて重要である。

そのため、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、

多機関連携（要保護児童対策地域協議会、市区町村（高齢者福祉部門、

障害福祉部門 、教育委員会のほか、ケアマネージャー、相談支援専門員、）

スクールソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉

士等支援担当者）によるヤングケアラー支援マニュアルを作成している。

本マニュアルは、令和３年度中にとりまとめ、来年度公表・周知を予定

しているところ、各自治体においては、多機関連携により、ヤングケア

ラーを早期に発見し、適切な支援につなげるため、本マニュアルを活用

いただきたい。

（ ）ヤングケアラーの実態に関する調査研究（令和３年度）３

（関連資料18参照）

ヤングケアラーは昨年度調査した中高生に限らない。これまで小学生

や大学生を対象とした全国調査は行っておらず、それら年代の家族ケア

の状況、ヤングケアラーの実態は明らかとなっていない。また、大人が

ヤングケアラーについて理解を深め、家庭において子どもが担っている

家事や家族のケアの負担に気付き、必要な支援につなげるためには、ヤ

ングケアラーの社会的認知度を向上させることが重要であるが、これま

で社会全体における認知度を調査したものはない。

そこで、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、

小学生及び大学生に対するヤングケアラーの実態調査並びに一般国民を

対象としたヤングケアラーの認知度等調査について、現在行っていると

ころであり、当該調査の結果を踏まえて、各年代への幅広い支援策や社

会全体に対する広報戦略等を検討することとしている。地方自治体にお

かれても、ヤングケアラーの実態調査を推進し、その結果を踏まえ、適
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切な支援につなげられるよう取り組んでいただきたい。
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令和元年児童福祉法等改正法の施行について（令和４年４月施行・令和５年４月施行）

①法律関連業務に関する弁護士の関与の強化（法第12条第４項）
・都道府県は、児童相談所が28条措置の決定その他の法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務について、常時弁護

士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うも
のとすること。

②児童相談所への医師及び保健師の必置化（法第12条の３第８項）
・児童相談所の所員のうち、児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員

の中には、医師及び保健師が、それぞれ一人以上含まれなければならないこと。

③児童福祉司の任用要件の見直し（法第13条第３項第７号）
・児童福祉司の任用要件のうち、社会福祉主事として２年以上実務に従事した者であって厚生労働大臣が定める講習会の課

程を修了したものについて、求められる実務経験を現行の「児童福祉事業」から「相談援助業務」に見直すこと。
・なお、施行の際現に任用されている児童福祉司は、改正後の規定により任用された児童福祉司とみなす経過措置を設けて

いること。（平成元年改正法附則第２条で措置済）

④指導教育担当児童福祉司の任用要件の見直し（法第13条第６項）
・指導教育担当児童福祉司の任用要件について、児童福祉司としておおむね５年以上勤務した者とする要件に加え、厚生労

働大臣が定める基準に適合する研修を修了したものでなければならないこと。

１．令和４年４月施行関係

①児童相談所の管轄区域に係る参酌基準（児童福祉法第12条第２項）
・児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌し
て都道府県が定めるものとすること。

２．令和５年４月施行関係

社会福祉主事として従事した実務経験を「児童福祉事業」から「相談援助業務」に見直すため、児童福祉法施行規則を
今年度中に改正・公布予定

1

※ 児童相談所長の任用要件の同様の見直しは、令和６年４月施行

2
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令和4年度「指導教育担当児童福祉司任用前研修」では、従来のレポート提出、集
合型研修等に加え、eラーニングシステムの導入を予定しています。
そのため事前の接続テストを実施します。

子どもの虹情報研修センター、西日本こども研修センターあかし、
特別区職員研修所と調整した結果、研修中の筆記試験については、
原則としてオンラインによる研修ツール（「e-ラーニングシステ
ム」という。）を活用して実施します。

そのため、ファイルのアップロードやビデオ視聴の可否などの簡
単な接続テストを実施します。
＜実施時期＞
令和４年１月２７日（木）～２月１８日（金）
＜対象＞
全国の児童相談所（児童相談所設置市移行前の自治体も含む。）

児
童
相
談
所

接続試験を実施します

研修機関

5

受講生

Eラーニングシステムを導入します

eラーニングシステムによるビデオ視聴

課題レポートの提出や筆記試験なども
eラーニングシステムで実施

eラーニングシステムによるレポート提出
や筆記試験の受検

開発中のeラーニングシステム画面

6
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7

今後、Q&Aを
発出予定
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令和４年度 児童福祉司資格認定通信課程 受講のご案内 

 

                  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

中 央 福 祉 学 院   

 

1．目的： 

児童福祉司として必要な基礎的知識および技術について、通信教育(スクーリング 5

日間を含む)の方法により教授し、児童福祉法に定める児童福祉司任用資格を取得する

ことを目的としています。 

 

2．受講資格： 

児童相談所職員または、子ども家庭福祉に携わる都道府県・政令指定都市・市区町村

の職員で、学校教育法第 87 条による 4 年生大学を卒業した者又は 2022 年 3 月に卒業見

込みの者。 

 

3．学習内容： 

本課程は、①通信学習(自宅学習)、②集合研修(スクーリング)、③修了テストにより

構成されています。以下の①～③を修了した方に、修了証書を交付します。修了日は2023

年 3 月 31 日です。 

①通信学習  6 月 1 日より開始(4 学期制)、全 16 科目 

②集合研修  日程（予定）：2022 年 10 月 18 日(火)から 10月 22 日(土)（5 日間） 

     会場：中央福祉学院(ロフォス湘南) 

神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44 

③修了テスト  2023 年 3月に自宅受験により実施 

 

4．受講定員：200 名 

 

5．受 講 料：75,400 円(消費税等込) 

※スクーリング出席に係る交通費・宿泊費・食費は別途ご負担ください。 

 

6．申込期限： 

令和４年 4 月 8 日(金)までに、都道府県・指定都市・中核市の社会福祉研修主管部

(局)に必着 

 

7.問い合わせ先: 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 児童福祉司係 

 TEL：046-858-1355 FAX：046-858-1356 URL：http://www.gakuin.gr.jp/ 

 

※受講申込書は、各都道府県・指定都市・中核市の社会福祉研修主管部(局)にご提

出ください。提出先は中央福祉学院ホームページにてご確認いただけます。 
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令和４年度予算案における児童虐待防止対策関連予算（概要）
◆ 児童相談所における児童虐待相談対応件数が年々増加し、令和２年度には約20万件となっているほか、痛ましい事件が後を絶たず、対策の強化が急務。
◆ 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン（新プラン）」（平成30年12月関係府省庁連絡会議決定）、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31
年３月関係閣僚会議決定）、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和元年法律第46号）など、累次の対策が講じ
られているところであり、これらの対策を着実に実施していく。 ※令和３年度補正予算含む

◇地域における子どもの見守り体制の強化【新規】
子ども食堂や子どもへの宅食等を行う民間団体等と連携して、食事の提供や学習支援等、クーポン・バウチャーを活用した子育て支援等サービスを通じた子どもの状況把握を行い、
地域における子どもの見守り体制の強化を支援する。

◇妊産婦への支援の推進
退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する。

◇子育て世代包括支援センターの全国展開、子ども家庭総合支援拠点の設置促進
年々増加する児童虐待の対応にあたり、虐待の発生予防、早期発見の重要性が高まっていることから、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括
支援センターや新プランに基づく子ども家庭総合支援拠点の設置を進める。

◇SNSを活用した相談支援の強化等【令和３年度補正予算】
児童虐待防止の観点から、子どもや家庭がより相談しやすくなるよう、SNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築等の強化を図る。

児童虐待の発生予防・早期発見

◇子どもの権利擁護の推進【拡充】
子どもの意見・意向表明（アドボケイト）について先進的な取組を行う自治体への支援や、児童相談所への第三者評価の受審の推進、一時保護中の児童の原籍校への送迎支
援を図る。

◇一時保護所の定員超過の改善【令和３年度補正予算】
一時保護所の定員超過解消を図る自治体を支援するため、定員超過解消のための計画を策定した場合には、一時保護所等の整備等に当たっての補助率を嵩上げする。

◇専門人材の確保・資質向上の推進【拡充】
弁護士配置に係る費用の補助に加え、新たに弁護士業務の補助職員の配置支援、研修等に当たっての外部人材の活用促進を図る。

◇要保護児童等に関する情報共有システムの整備【令和３年度補正予算】
「要保護児童等に関する情報共有システム」を活用した自治体間の円滑な情報共有のための体制整備の促進を図る。

◇AIを活用した全国統一ツールの開発促進【令和３年度補正予算】
児童相談所における一時保護の判断に当たり、AIを活用した緊急性の判断に資するツールの開発を促進する。

児童虐待の発生時の迅速・的確な対応

※ヤングケアラーへの支援については、来年度から３年間を「集中取組期間」とし、社会的認知度の向上、地方自治体による実態調査や研修、先進的な取組に対する支援、当
事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する。

※このほか、家庭養育の推進や自立支援の充実等については、平成28年改正児童福祉法の理念や骨太の方針を踏まえ、里親支援等や措置解除者に対する支援についての
更なる拡充を図ることとしている。

○ 定員超過が常態化している一時保護所がある自治体においては、一時保護所の新設や既存施設の改築等により、定員拡大を図

ることが急務。

○ 一時保護所の定員超過解消を図る自治体を支援するため、定員超過解消のための計画を策定した場合には、一時保護所の新

設・改築、児童養護施設等に一時保護専用施設を設置する整備費の補助率を嵩上げする（１/２→９/１０）

１．概要

２．対象自治体

①平均入所率が100％を超えている一時保護所がある自治体（当該補助の希望の有無に関わらず計画の策定）

②平均入所率が90％を超えている一時保護所がある自治体（当該補助を希望する自治体は計画の策定）

３．実施主体等

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額】

・児童相談所一時保護所の整備等 本体分（定員1人当たり）12,934千円 ＋ 各加算

・児童養護施設等に一時保護専用施設を設置する整備等

（児童養護施設の場合）

本体分（定員1人当たり）6,602千円 ＋ 一時保護専用施設設置加算（定員1人当たり）18,722千円（最大） ＋ その他加算

・児童相談所一時保護所の生活環境改善のための改修 1か所当たり8,000千円

・一時保護専用施設の改修 1か所当たり21,900千円

児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 等 整 備 事 業

令和３年度第１次補正予算額：６０２億円の内数（子育て支援対策臨時特例交付金）
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ⅰ 児童相談所等におけるＩＣＴ化推進事業
児童相談所等（※）における①相談対応や状況確認を行う際のビデオ通話の活用、②関係機関との連絡調整等を行う際のテレビ会議の

活用、③安全確認等を行う外出先でのタブレットの活用、④通信環境の整備等を進めるため、児童相談所等のＩＣＴ化の推進に資する機
器等の整備に要する費用を補助する。

（※）児童相談所、児童相談所一時保護所、婦人相談所、婦人相談所の一時保護所、市区町村、配偶者からの暴力等に関する相談や支援等を行う民間
団体、児童家庭支援センター、児童養護施設退所者等からの相談や支援等を行う民間団体等

ⅱ 児童養護施設等における業務負担軽減等のためのＩＣＴ化推進事業
児童養護施設等（※）の職員の業務において負担となっている書類作成等の業務等について、タブレット端末の活用による子どもの情

報の共有化やペーパーレス化等、施設のＩＣＴ化の推進に資する機器等の整備に要する費用を補助する。

（※）児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム

都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市・市及び福祉事務所設置町村・市町村

ⅰ 国：１／２（都道府県・指定都市・児童相談所設置市、市町村：１／２）
ⅱ 国：１／２（都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市：１／４、事業者：１／４）

国：１／２（都道府県：１／８、市及び福祉事務所設置町村：１／８、事業者：１／４）

１か所当たり：１００万円

児 童 相 談 所 等 に お け る Ｉ Ｃ Ｔ 化 推 進 事 業

１．事業内容

２．実施主体

３．補助率

４．補助基準額

①児童相談所等におけるＩＣＴ化推進事業

・ビデオ通話を活用した相談対応や、関係機関とのオンライン会
議による連絡・調整など、児童相談所等におけるＩＣＴ化を推
進する。

ビデオ通話等
による相談・
状況確認

ビデオ通話等
による相談・
状況確認

相談支援機関
関係機関とのオンライン
会議等による連絡・調整

②児童養護施設等における業務負担軽減等のためのＩＣＴ化推進事業

・タブレット端末の活用による子どもの情報の共有化やペーパーレス化等、施設に
おけるＩＣＴ化を推進する。

自立支援計画の作成・共有

養育・支援の実施状況（家族情報（やりとりも含
め）、身体測定、既往歴、性格、生活記録等）

日常記録（体温・食事摂取・排泄等の状況、疾病、
過ごし方等）

テンプレートの活用やデータ連動・一括処理等により職員の業務負担を軽減

児童養護施設等

令和３年度第１次補正予算額：４.２億円（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）

（１）マスクの購入や消毒に必要となる経費、個室化に要する改修に必要となる経費等の支援

①マスク等購入費
感染経路の遮断のため、児童養護施設等で使用するマスク、消毒液等の購入等に必要な費用について補助

②児童養護施設等の消毒経費
施設内で感染が広がらないよう、利用者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒に必要な費用について補助

③広報・啓発経費
施設で活動する子ども等に必要な情報が行き渡るよう、感染症予防の広報・啓発経費について補助

④個室化に要する改修費等
感染が疑われる者を分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費等（宿

泊施設の借り上げ費用等を含む。）について補助

⑤職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費
職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費（研修受講、かかり増し経費等）を補助

【補助基準額】１施設等当たり：8,000千円（里親等：1,000千円）

（２）医療機関や感染症専門家等による適切な感染防止対策等に関す
る相談窓口の設置・派遣指導、職員のメンタルヘルス相談窓口の
設置等の支援

【補助基準額】１自治体当たり：11,860千円

児童養護施設等は、適切な感染防止対策を行った上での事業継続が求められているため、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点か
ら、マスクの購入や消毒に必要となる経費のほか、個室化に要する改修に必要となる経費等を補助するともに、医療機関や感染症専門家等か
らの支援等により、児童養護施設等における感染症対応力を底上げしつつ、業務を継続的に実施していくことが可能となるよう支援を行う。

児童養護施設等が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくための支援【新規】

目 的

事業内容

（３）濃厚接触者等の子どもの対応について、医療機関への一時保護
委託の連絡調整等を行うほか、一時保護所や児童養護施設等で受
け入れを行う際、健康観察等の個別的な対応の充実や、症状が出
た場合の迅速な関係機関（保健所・医療機関等）との連携を図る
ために看護師等の配置・派遣等を支援

【補助基準額】１自治体当たり：13,308千円

【対象施設等】児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、乳児院、児童心理治療施設、婦人保護施設、婦人相談所、婦人相談所の一時
保護所（一時保護委託施設含む）、自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親、児童家庭支援センター、児童相談所、児童相談所一時
保護所（一時保護委託施設含む）、養子縁組民間あっせん機関、社会的養護自立支援事業所、母子家庭等就業・自立支援センター

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市・市町村 【補助率】国１／２

令和３年度第１次補正予算額：６２億円（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）
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【現状・課題】

児童相談所の一時保護等の措置に対して親権者等は異議申立てを行うことができるが、子ども自ら異議申立て行うことは困難であり、
また、児童相談所の支援を受ける子どもたちが、自らの意見・意向を表明することも困難であることから、子どもの権利擁護の仕組みの
構築が求められている。

【事業内容】

電話やハガキによる相談、第三者の訪問による聴取等の方法により、子どもの意見・意向表明を受け止める体制の構築を図るためのモ
デル事業を創設する。事業実施後、子どもの権利擁護に係る体制構築に関する報告書を作成する。

【拡充内容】

子どもの意見・意向表明（アドボケイト）について、先進的な取組を行う自治体を支援する観点から、事業の実施要件を柔軟化すると
ともに、子どもや児童相談所等へ調査を行う専任の職員の確保を推進するため、補助基準額を引き上げる。

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額案】１自治体当たり：10,000千円（令和３年度：8,175千円）≪拡充≫

【補 助 率】定額（国：10/10相当）

子ども
訴え・通報

調査

関係機関（児童相談所、福祉事務所、児童委員等）

必要に応じ、
事案の付議

児童福祉審議会
他機関紹介

＜取組の一例＞

協力 事例の協議、
対応結果報告

○子どもの権利擁護専門員による
子どもとの面接

権利侵害の事実の調査、
助言・調整の実施

○子どもの権利擁護電話相談

子どもからの相談に対して相談
内容に応じたアドバイスを実施。
必要に応じて権利擁護専門員に
よる面接相談に引き継ぎ。

助言・調整

施設

家庭

行政

全国的に子どもの権利擁護に係る体制の構築を進めるため、多様な仕組みのモデル的な実施を支援

・児童相談所に保護を
求めたが、手続きを
進めてくれない。

・一時保護中に、指導
員の不適切な言動が
あった。

（例）

子どもの権利擁護に係る実証モデル事業【拡充】
令和４年度予算案：212億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

児童相談所における第三者評価の実施促進【拡充】
（評価・検証委員会設置促進事業）

○ 令和元年６月に成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和元年
法律第４６号）において「都道府県は、児童相談所の行う業務の質の評価を行うことにより、その業務の質の向上に
努めるものとする」とされたことを踏まえ、児童相談所の第三者により質の評価の推進を図る。

１．目的

○ 児童相談所における第三者評価の受審の促進を図るため、第三者評価を受審した場合の費用を補助を行う。
≪評価・検証委員会設置促進事業の拡充≫

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額】１都道府県等当たり 934千円 ＋ 民間評価者に第三者評価を依頼する場合 934千円≪拡充≫
【補助率】国：1/2、都道府県、指定都市、児童相談所設置市：1/2

２．事業内容

児童
相談所

評価者
(事務局)

自己評価の
実施

評価者の確定
評価項目・
方法の確認

調査票の作成 とりまとめ
事前資料の
確認

追加資料の依頼
準備資料の連絡

評価結果
とりまとめ

(総評の作成)

聴
き
取
り
調
査

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

取組方針
等の検討

評価結果
の公表

事前資料の提出
・自己評価結果
・概要資料

措置中の子ども
関係機関等への

アンケート調査の実施

調
査
票
等
の
送
付

依
頼

提
出

＜第三評価の業務フローイメージ＞

児童相談所の第三者による質の評価の推進を図るため、評価基準案、ガイドライン案を参考とした自治体の取組を支援

令和４年度予算案：212億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）
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○ 次のいずれかの一時保護等対応協力員を配置する。
① 学習指導協力員：保護している子どもの個々の学力に応じた学習指導や児童の原籍校との調整等を行う。

② 障害等援助協力員：疾病や障害を有する乳幼児等に対する保健・医療面への対応や、心的外傷のある子どもに対する心理治療を行う。

③ トラブル対応協力員：子どもの間でのトラブルや保護者とのトラブル等の軽減や夜間休日等における即時対応体制の強化を図る。

④ 専門的ケア対応協力員：保護している子どもに対し、心理の専門家等が日常生活に寄り添い、個々の状況に応じた丁寧かつ専門的なケアを行う。

⑤ 一時保護委託付添協力員：児童養護施設等へ一時保護委託を行う場合の付添や、一時保護所等から学校に通う場合の付添を行う。
≪拡充≫ 一時保護所又は一時保護委託先と原籍校が離れていることを理由として、通学の制限が行われることがないよう、加算として、一時保護

所等から原籍校への送迎に要する費用について補助を行う。

⑥ その他（外国人対応協力員（通訳など）等）
：個々の保護している子どもが抱える問題（言語面等）を踏まえ、
的確なアセスメントが行えるよう、児童指導員等の業務の補助を行う。

一時保護機能強化事業【拡充】

○ 一時保護所が担う行動観察や短期入所指導の機能を充実・強化するため、教員ＯＢ、看護師、心理に関する専門的な知識及び技術を有
する者、警察官ＯＢ、児童指導員ＯＢ及び通訳などによる一時保護対応協力員の配置について、補助を行う。

１．目的

２．事業内容

【補助基準額】
・学習指導協力員以外の者 児童相談所１か所当たり：2,725千円×実施事業数

（加算分）児童相談所１か所当たり：1,384千円 ≪拡充≫
・学習指導協力員（基本分）児童相談所１か所当たり：2,725千円×配置人数（上限：３名分）

（加算分）児童相談所１か所当たり：1,429千円
【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市
【補 助 率】国：１/２、都道府県・指定都市・児童相談所設置市：１/２

３．実施主体等

一時保護所等原籍校

令和４年度予算案：212億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

研修の充実等による児童相談所の体制強化【拡充】

➢ 一時保護所職員の資質向上を図るため、児童福祉司等に対する新任時研修等に加えて、一時保護所職員向けの研
修を実施する場合の加算を創設する。 ≪児童相談所及び市町村職員専門性強化事業の拡充≫

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額】１児童相談所当たり 1,668千円（参加促進の場合196千円）
【補助率】国：1/2、都道府県、指定都市、児童相談所設置市：1/2

一時保護所職員に対する研修の充実

➢ 児童相談所におけるＯＪＴや演習等の研修に当たり、外部人材の活用促進が図られるよう、講師やアドバイザー
を研修センターに登録し、児童相談所等に派遣等できる仕組みを創設する。

≪虐待・思春期問題情報研修センター事業の拡充≫

【実施主体】事業を実施する研修センター

【補助率】10/10（定額）

研修講師やアドバイザーの派遣事業の実施

➢ 児童相談所における弁護士配置に係る費用の補助に加え、新たに弁護士業務の補助職員の配置に要する費用の補
助を創設する。 ≪法的対応機能強化事業の拡充≫

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額】１児童相談所当たり 15,644千円

（常勤職員の配置に向けた取組を実施しない場合：上限7,822千円（配置状況に応じて単価を見直し））

＋ 法的対応事務職員を配置する場合 3,597千円≪拡充≫
【補助率】国：1/2、都道府県、指定都市、児童相談所設置市：1/2

法的対応の更なる強化

令和４年度予算案：212億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）
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北
海
道

青
森
県

岩
手
県

実
施

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

実
施

栃
木
県

実
施

群
馬
県

実
施
民
間
○

埼
玉
県

実
施

千
葉
県

実
施

東
京
都

実
施
民
間
○

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

実
施

石
川
県

実
施
民
間
○

福
井
県

実
施
民
間
○

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

実
施
民
間
○

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
６
条
第
７
項
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講
習
会
実
施
状
況

(令
和
３
年
８
月

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
調
べ
）

実
施
自
治
体

４
９

う
ち
民
間

参
加
可
能

２
０

静
岡
県

実
施
民
間
○

愛
知
県

三
重
県

実
施
民
間
○

滋
賀
県

実
施
民
間
○

京
都
府

実
施

大
阪
府

実
施

兵
庫
県

実
施
民
間
○

奈
良
県

実
施

和
歌
山
県

鳥
取
県

実
施
民
間
○

島
根
県

実
施
民
間
○

岡
山
県

広
島
県

実
施
民
間
○

山
口
県

実
施

徳
島
県

実
施
民
間
○

香
川
県

実
施
民
間
○

愛
媛
県

実
施

高
知
県

実
施

福
岡
県

実
施
民
間
○

佐
賀
県

実
施
民
間
○

長
崎
県

実
施
民
間
○

熊
本
県

実
施
民
間
○

大
分
県

実
施

宮
崎
県

実
施

鹿
児
島
県

実
施
民
間
○

沖
縄
県

札
幌
市

仙
台
市

実
施

さ
い
た
ま
市

千
葉
市

実
施

港
区

実
施

世
田
谷
区

実
施

荒
川
区

実
施

江
戸
川
区

実
施

横
浜
市

川
崎
市

相
模
原
市

横
須
賀
市

実
施

新
潟
市

金
沢
市

静
岡
市

実
施

浜
松
市

実
施

名
古
屋
市

実
施

京
都
市

実
施

大
阪
市

堺
市

実
施

神
戸
市

明
石
市

岡
山
市

広
島
市

実
施
民
間
○

北
九
州
市

実
施

福
岡
市

実
施

熊
本
市

実
施

※
実
施
に
は
委
託
開
催
な
ど
を
含
む
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一
時

保
護

の
長

期
化

を
防

ぐ
取

組
事

例

岡
山

県
の

取
組

岡
山

県
の

取
組

〇
「
一
時

保
護

を
し

た
後

の
支
援
は
ど

の
よ
う

に
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ

し
て
い
る

の
か
」

と
常

に
問

う
こ

と
が

大
切

→
児

童
相

談
所

職
員

の
人

材
育

成
の

観
点

か
ら

も
重

要
〇

「
と
り

あ
え

ず
保

護
し

て
か
ら
考
え

る
」
の

で
は
な
く

、
一
時
保

護
を

検
討

す
る

際
に
は
、
お

よ
そ
の

保
護
期
間

と
出
口

戦
略
の
見

通
し
を

立
て
る

。

一
時
保

護
記

録
票

（
別

紙
１
）

児
童
相
談

所
が
一
時

保
護
す

る
場
合
に

一
時

保
護

所
へ

提
出

一
時

保
護

の
期

間
や

保
護

後
の

方
針

も
記

載
す

る
。

一
時
保

護
援

助
方

針
（

別
紙
２
）
毎

週
の
援

助
方
針
会

議
で
、

一
時
保
護

中
の

子
ど

も
の
様

子
と
ケ

ー
ス

ワ
ー

ク
や

心
理

面
接
の
進
捗

状
況
を

担
当
の

福
祉

司
及

び
心

理
司

等
か

ら
報

告

一
時
保

護
評

価
票

（
別

紙
３
）

毎
週
の
援

助
方
針
会

議
で

報
告
・
決

定
さ

れ
た

内
容

（
今

後
の

支
援

の
方
向

性
や

抑
え
て

お
く
べ
き

こ
と
な

ど
）
を

記
録

し
て

い
く

。

①
相

談
受

付
件

数
②

一
時

保
護

人
数

③
一

時
保

護
所

平
均

在
所

日
数

④
虐

待
相

談
対

応
件

数
4,

01
1件

53
5名

11
.8
日

61
5件

（
令

和
２

年
度
福

祉
行

政
報

告
例
）
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健
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[
□
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]
 

 

 ※
一
時

保
護

所
利
用

に
あ

た
っ

て
 

・
児

童
、

保
護

者
、

学
校

教
諭

等
に
一

時
保

護
の

趣
旨

を
十

分
に

説
明

し
て

く
だ

さ
い

。
一

時
保

護
中
、

必
ず
面

会
に

来
る
よ

う

働
き
か

け
て
く

だ
さ

い
。

特
別
な

事
情

が
あ

る
場
合
は

こ
の

限
り
で
は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

・
一

時
保

護
に

あ
た

っ
て

一
時

保
護
児

童
記

録
票

の
他

、
本

ケ
ー

ス
の

フ
ェ

ー
ス

シ
ー

ト
の

写
を

添
付
し

て
く

だ
さ

い
。

一
時

保

護
歴
の

あ
る
児

童
は

過
去

の
行
動

観
察

票
・

処
遇
指
針

の
写

及
び
、
再
判

定
の

場
合

は
再
判

定
願

の
写

を
添

付
し
て
く

だ
さ
い

。
 

・
担

当
児

童
福

祉
司

等
は

、
朝

夕
、
保

護
課

を
訪

れ
て

児
童

の
表

情
を

見
な

が
ら

親
し

く
話

し
か

け
て
く

だ
さ

い
。

倉
敷

児
童

相

談
所
等

か
ら
の

一
時

保
護

は
こ
れ

に
準

じ
て

く
だ
さ
い

。
 

・
取

扱
経

過
は

措
置

及
び

一
時

保
護
等

お
も

な
経

過
で

十
分

で
す

が
、

一
時

保
護

開
始

年
月

日
及

び
被
虐

待
児

登
録

は
必

ず
記

載

し
て
く

だ
さ
い

。
 

・
一
時

保
護
児

童
記

録
票

は
両
面

印
刷

で
お

願
い
し
ま

す
。

 

・
保
護

課
職
員

と
の

連
携

、
情
報

提
供

を
欠

か
さ
な
い

よ
う

に
お
願
い
し

ま
す

。
 

・
□
の

チ
ェ
ッ

ク
は

■
で

表
示
し

て
く

だ
さ

い
。
 

※
「
一

時
保

護
児
童

記
録

票
の

両
面
印
刷

」
の
基

本
操

作
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ル
（

Ｆ
）

 
 

②
印
刷

（
Ｐ

）
 

 
③
プ
リ

ン
タ

 
 
④
プ
リ

ン
タ

名
（

Ｎ
）
 

▼
D

oc
u 

Ce
nt

re
 2

51
/3

51
/4

01
 
 
⑤

プ
ロ
パ

デ
ィ
（

Ｐ
）

 
 

⑥
両
面

印
刷

（
Ｘ

）
 ▼

長
辺
と
じ

 
 
⑦

O
K

  
  

⑧
O

K
 

 
 

子
ど

も
記

録
票

の
通

り
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N
o
.3

N
o
.
ケ
ー
ス
種
別

担
当

決
　
　
　
定

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

（案
）

□

( 
0 

歳
) 

一
時
保
護

令
和
3
年
8
月
1
8
日

氏
　
名
　
・
　
年
　
齢

記
事

R
3
.
5
.
6
 

（
水

）
 

                           

援
助

方
針

会
議

（
一

時
保

護
）

 
評

価
票

 

□
一

時
保

護
 

 
□

一
時

保
護

委
託

（
委

託
先

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

【
目

的
】

 

□
 
子

ど
も

の
安

全
を

迅
速

に
確

保
し

、
適

切
な

保
護

を
図

る
た

め
（

緊
急

保
護

）
 

□
 
子

ど
も

の
心

身
の

状
況

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
そ

の
他

の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

 

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
）

 

□
 

 

 【
一

時
保

護
・

一
時

保
護

委
託

中
に

確
認

で
き

た
こ

と
】

 

    【
一

時
保

護
・

一
時

保
護

委
託

後
の

方
向

性
】

 

□
 
在

宅
支

援
 

 
 

 
目

的
：

 
 

 
 

 
内

容
：

 
 

 

□
 
里

親
委

託
 

 
□

 
施

設
措

置
 

 
□

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
目

的
：

  

 
期

間
：

 
 

 【
評

価
・

所
見

】
 

 

（
別
紙
２
）

（
別
紙
３
）
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〇
受
理
会
議
を
二
段
階
で
行
っ
て
い
る

通
告

を
受

付
け

た
後
は

、
速
や

か
に
情

報
を
整

理
、
相

談
・
通

告
受
付

票
を
作

成

①
緊

急
性

の
判

断
（
通

告
情

報
に

基
づ
く
、

即
時

の
緊

急
一
時
保

護
の

要
否

を
判
断
）

②
安

全
確

認
等

の
検
討

（
緊

急
保

護
の
必
要

性
が

低
い

場
合
や
さ

ら
な

る
調

査
が
必
要

な
場

合
に

は
、

安
全
確

認
や
そ
の

他
の

調
査

方
法
、
時

期
、

担
当

者
な
ど
を

決
定

）

③
調

査
可

能
な

機
関
の

絞
り

込
み

と
調
査
項

目
の

検
討

①
子

ど
も

の
身

に
起
き

て
い

る
出

来
事
と
背

景
を

安
全

確
保
の
視

点
か

ら
調

査
（

子
ど

も
を

中
心
に
家

族
と

の
関

係
性
や
力

動
等

を
想

像
）

②
子

ど
も

の
育

ち
の
ニ

ー
ズ

の
満

た
さ
れ
方

を
支

援
の

視
点
か
ら

調
査

（
子

ど
も

の
育
ち

の
ニ

ー
ズ

、
親
の
養

育
力

、
家

族
と
環
境

要
因

の
３

つ
の
側

面
か
ら
、

強
み

と
困

難
の
情
報

を
収

集
）

③
支

援
方

針
の

決
定
（

当
面

の
支

援
方
針
を

立
て

て
、

早
い
対
応

を
実

施
）

④
要

支
援

レ
ベ

ル
の
決

定
（

保
護

者
側
の
虐

待
の

行
為

や
程
度
の

み
を

評
価

す
る
の
で

は
な

く
、

被
害

を
受
け
て

い
る

子
ど

も
の
視
点

に
立

っ
て

評
価
す
る

こ
と

が
重

要
）

通
告

緊
急
受
理
会
議

調
査

受
理
会
議

安
全
確
認

参
考
：
岡
山
県
市
町
村
子
ど
も
虐
待
対
応
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
2
5
年
2
月
）

初
期
ア
セ
ス
メ
ン
ト

〇
児
童
相

談
所

に
配

置
さ

れ
た
警
察
官

も
緊
急

受
理
会
議

か
ら
参

加
し
て

い
る

。

〇
非
常
勤

弁
護

士
は

、
必

要
が

あ
れ
ば

受
理
会

議
に
参
加

し
、
援

助
方
針
会

議
に

も
参

加
し

て
い

る
。

緊
急
一
時
保
護

一
時
保
護
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■
子
ど
も
の
虹
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
 
20
22

年
度
研
修
一
覧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
2２

.2
.3

時
点
 

  

 
研
 
修
 
名

 
受
 
 
講
 
 
対
 
 
象

 
日
 
程

 
定
員

 

4 月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

テ
ー
マ
別
研
修

  
 
○再

 
「
英
国
の
児
童
保
護
改
革
か
ら
学
ぶ
」
 

 こ
の
問
題
に
関
わ
る
専
門
職
で
、
各
所
属
機
関
で
指

導
的
立
場
に
あ
り
、
児
童
虐
待
関
連
業
務
経
験
通
算

3年
を
満
た
し
た
者
（
各
機
関

1名
）

 

【
ラ
イ
ブ
配
信
】

 
4月

22
日
（
金
）

  
20

0 名
 

5 月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
 
 
 
 
 
 
 
○法

 
児
童
相
談
所
長
研
修

A・
B＜

前
期
＞
 

 

新
任
児
童
相
談
所
長

 
（
児
童
福
祉
法
第

12
条
の

3に
受
講
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
）

 
【
ラ
イ
ブ
配
信
】

  
5月

17
日

(火
)～

19
日

(木
)  

10
0 名

 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
児
童
心
理
司
指
導
者
研
修

 
児
童
相
談
所
児
童
心
理
司
経
験
通
算

5年
を
満
た

し
た
児
童
心
理
司
（
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
含
む
）

 

①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
動
画
教
材
の
視
聴

 
③
ラ
イ
ブ
配
信
 

5月
26

日
（
木
）

  80
名

 

6 月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
 
 
 
 
 
 
 
○再

 
児
童
福
祉
施
設
指
導
者
合
同
研
修

  

乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
児
童
心

理
治
療
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
ﾌｧ
ﾐﾘ
ｰﾎ
ｰﾑ
、
自
立
援

助
ホ
ー
ム
、
児
童
家
庭
支
援
ｾﾝ
ﾀｰ
等
で
基
幹
的
職
員
等
指

導
的
立
場
に
あ
る
職
員
で
、
児
童
福
祉
施
設
通
算

7
年
を

満
た
し
た
者

 

【
ラ
イ
ブ
配
信
】

 
6月

 9
日
（
木
）

  
80

名
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
児
童
虐
待
対
応
保
健
職
員
指
導
者
研
修
 

 市
区
町
村
の
母
子
保
健
活
動
、
子
育
て
支
援
、
児
童
虐
待

防
止
対
策
に
携
わ
っ
て
い
る
指
導
的
立
場
に
あ
る
保
健

師
・
助
産
師
・
看
護
師
、
ま
た
児
童
相
談
所
に
勤
務
す
る
保

健
師
で
、
児
童
虐
待
関
連
業
務
経
験
通
算

5
年
を
満
た
し

た
者

 （
保
健
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師

も
含
む
）

 

①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
動
画
教
材
の
視
聴

 
③

ラ
イ
ブ
配
信
 

6月
22

日
(水

)～
23

日
(木

)  
（

23
日
は
児
童
相
談
所
保
健
師
対
象
）

 

80
名

 

7 月
 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
 
 
○法

 
任
用
前
研
修
 

A＜
前
期
＞
 

  
 ※

 

児
童
福
祉
司
と
し
て

3
年
以
上
勤
務
し
た
者
で
あ
っ
て
、

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
と
し
て
職
務
を
行
う
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
者

 
（
児
童
福
祉
法
第

13
条
第

9
項
に
受
講
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
）

 

7月
 6
日
（
水
）
～

  7
日
（
木
）

  
50

名
 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
 
 
○法

 
任
用
前
研
修
 

B＜
前
期
＞
 

  
 ※

 

児
童
福
祉
司
と
し
て

3
年
以
上
勤
務
し
た
者
で
あ
っ
て
、

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
と
し
て
職
務
を
行
う
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
者

 
（
児
童
福
祉
法
第

13
条
第

9
項
に
受
講
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
）

 

7月
27

日
（
水
）
～

28
日
（
木
）

  
50

名
 

8 月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
教
育
・
福
祉
虐
待
対
応
職
員
合
同
研
修

 

学
校
や
教
育
委
員
会
な
ど
の
教
育
機
関
、
市
区
町
村
、
児

童
相
談
所
で
児
童
虐
待
関
連
業
務
に
携
わ
る
者
で
あ
っ

て
、
児
童
虐
待
関
連
業
務
経
験
通
算

2年
を
満
た
し
た
者

（
各
機
関

1名
）

 

①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
ラ
イ
ブ
配
信
 

8月
4日

（
木
）

  
午
前
：
講
義
配
信
（

20
0名

）
 

午
後
：
グ
ル
ー
プ
討
議
（

50
名
）

 

20
0 名

 
午
後
の
部

50
名

 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
 
 
○法

 
任
用
前
研
修
 

C＜
前
期
＞
 

  
 ※

 

児
童
福
祉
司
と
し
て

3
年
以
上
勤
務
し
た
者
で
あ
っ
て
、

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
と
し
て
職
務
を
行
う
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
者

 
（
児
童
福
祉
法
第

13
条
第

9項
に
受
講
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
）

 

8月
24

日
（
水
）
～

25
日
（
木
）

  
50

名
 

9 月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
児
童
心
理
治
療
施
設
指
導
者
研
修

 

児
童
心
理
治
療
施
設
で
基
幹
的
職
員
等
指
導
的
立

場
に
あ
り
児
童
福
祉
施
設
経
験
通
算

3
年
を
満
た

し
た
者

 

①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
動
画
教
材
を
視
聴

-レ
ポ
ー
ト
提
出

  
③
事
例
の
ま
と
め
を
提
出

  
④
ラ
イ
ブ
配
信

9月
8日

（
木
）

  

50
名

 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
児
童
養
護
施
設
指
導
者
研
修

 

児
童
養
護
施
設
で
基
幹
的
職
員
等
指
導
的
立
場
に

あ
り
児
童
福
祉
施
設
経
験
通
算

7
年
を
満
た
し
た

者
 
（
各
施
設

1名
）

 

①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
動
画
教
材
を
視
聴

-レ
ポ
ー
ト
提
出

  
③
事
例
の
ま
と
め
を
提
出

  
④
ラ
イ
ブ
配
信

9月
29

日
（
木
）

  

50
名

 

10
 

月
 

児
童
相
談
所
長
研
修

A＜
後
期
＞
 
○法

 
新
任
児
童
相
談
所
長

 
（
前
期
研
修
と
後
期
研
修
を
通
し
て
受
講
し
て
く
だ
さ
い
）

 
①
演
習
用
課
題
の
提
出

 
②
事
例
の
ま
と
め
を
提
出

 
③

10
月

11
日

(火
)～

13
日

(木
)  

50
名

 

児
童
相
談
所
長
研
修

B＜
後
期
＞
 
○法

 
新
任
児
童
相
談
所
長

 
（
前
期
研
修
と
後
期
研
修
を
通
し
て
受
講
し
て
く
だ
さ
い
）

 
①
演
習
用
課
題
の
提
出

 
②
事
例
の
ま
と
め
を
提
出

 
③

10
月

25
日

(火
)～

27
日

(木
)  

50
名

 

   

 ※
 改

正
児
童
福
祉
法
の
施
行
に
伴
い
「
児
童
福
祉
司
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
義
務
研
修
」
の
名
称
を
変
更

し
ま
し
た
。

 
 ○法

：
法
定
研
修
。
法
定
研
修
は
、
委
託
契
約
を
締
結
し
た
上
で
の
受
講
と
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 
○再

：
休
止
か
ら
再
開
し
た
研
修

 

あ
く
ま
で
予
定
で
あ
り
、
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
新
の
情
報
は
当
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
下
さ
い
。

 

 
研
 
修
 
名

 
受
 
 
講
 
 
対
 
 
象

 
日
 
程

 
定
員

 

11
 

月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
母
子
生
活
支
援
施
設
指
導
者
研
修

 

母
子
生
活
支
援
施
設
で
基
幹
的
職
員
等
指
導
的
立

場
に
あ
り
児
童
福
祉
施
設
経
験
通
算

3
年
を
満
た

し
た
者
 

 

①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
動
画
教
材
を
視
聴

-レ
ポ
ー
ト
提
出

  
③
事
例
の
ま
と
め
を
提
出

  
④
ラ
イ
ブ
配
信

11
月

10
日
（
木
）

  

50
名

 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
乳
児
院
指
導
者
研
修

 

乳
児
院
で
基
幹
的
職
員
等
指
導
的
立
場
に
あ
る
主

任
保
育
士
や
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
等
で
児
童
福

祉
施
設
経
験
通
算

5年
を
満
た
し
た
者

 

①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
動
画
教
材
を
視
聴

-レ
ポ
ー
ト
提
出

  
③
事
例
の
ま
と
め
を
提
出

  
④
ラ
イ
ブ
配
信

11
月

25
日
（
金
）

  50
名

 

12
 

月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
市
区
町
村
虐
待
対
応
指
導
者
研
修

 

市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
福
祉
相
談
担
当
部
署
、
子
ど
も
家

庭
支
援
総
合
拠
点
、
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
、
要
保

護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ

り
、
児
童
虐
待
関
連
業
務
の
経
験
が
通
算

5
年
を
満
た
し

た
者
（
各
機
関

1名
）

 

①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
動
画
教
材
を
視
聴

 
③
ラ
イ
ブ
配
信

12
月

 8
日
（
木
）

  
80

名
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
児
童
相
談
所
弁
護
士
専
門
研
修
 

 
児
童
相
談
所
に
勤
務
し
て
い
る
弁
護
士
（
常
勤
・
非

常
勤
・
嘱
託
を
問
わ
な
い
）

 
①
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

 
②
ラ
イ
ブ
配
信

12
月

22
日
（
木
）

  50
名

 

‘23 年
 1 月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
 
 
 
 
 
 
 
○法

 
指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
 
 

 
任
用
前
研
修
 

A＜
後
期
＞
 

 ※
 

児
童
福
祉
司
と
し
て

3
年
以
上
勤
務
し
た
者
で
あ
っ
て
、

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
と
し
て
職
務
を
行
う
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
者

 
（
前
期
研
修
と
後
期
研
修
を
通
し
て
受
講
し
て
く
だ
さ
い
）

 

①
動
画
教
材
を
視
聴
後
に
筆
記
試
験

 
②

SV
を
実
践
し
レ
ポ
ー
ト
提
出

  
③
ラ
イ
ブ
配
信

1月
17

日
(火

)～
19

日
(木

)  
50

名
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
 
 
 
 
 
 
 
○法

 
指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
 
 

 
任
用
前
研
修
 

B＜
後
期
＞
 

  
※

 

児
童
福
祉
司
と
し
て

3
年
以
上
勤
務
し
た
者
で
あ
っ
て
、

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
と
し
て
職
務
を
行
う
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
者

 
（
前
期
研
修
と
後
期
研
修
を
通
し
て
受
講
し
て
く
だ
さ
い
）

 

①
動
画
教
材
を
視
聴
後
に
筆
記
試
験

  
②

SV
を
実
践
し
レ
ポ
ー
ト
提
出

  
③
ラ
イ
ブ
配
信

1月
31

日
(火

)～
2月

2日
(木

)  
50

名
 

2 月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
 
 
 
 
 
 
 
○法

 
指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
 
 

 
任
用
前
研
修
 

C＜
後
期
＞
 

  
※

 

児
童
福
祉
司
と
し
て

3
年
以
上
勤
務
し
た
者
で
あ
っ
て
、

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
と
し
て
職
務
を
行
う
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
者

 
（
前
期
研
修
と
後
期
研
修
を
通
し
て
受
講
し
て
く
だ
さ
い
）

 

①
動
画
教
材
を
視
聴
後
に
筆
記
試
験

  
②

SV
を
実
践
し
レ
ポ
ー
ト
提
出

  
③
ラ
イ
ブ
配
信

 2
月

14
日

(火
)～

16
日

(木
)  

50
名

 

3 月
 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
児
童
相
談
所
医
師
研
修
 

 
児
童
相
談
所
に
勤
務
す
る
医
師
（
勤
務
形
態
は
問
わ

ず
、
非
常
勤
や
嘱
託
を
含
む
）

 
【
ラ
イ
ブ
配
信
】

 
3月

3日
（
金
）

 
10

0名
 

同
日
開
催

 
【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

 
医
師
専
門
研
修
 

 

児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
、
保
健
機
関
、
医
療

機
関
等
に
勤
務
し
て
い
る
児
童
虐
待
の
対
応
に
携

わ
る
医
師

 

【
ラ
イ
ブ
配
信
】

 
3月

3日
（
金
）

 

【
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ】

テ
ー
マ
別
研
修

 
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
で
届
け
る
支
援
」

 

こ
の
問
題
に
関
わ
る
専
門
職
で
、
各
所
属
機
関
で
指

導
的
立
場
に
あ
り
、
児
童
虐
待
関
連
業
務
経
験
通
算

3年
を
満
た
し
た
者
（
各
機
関

1名
）

 

【
ラ
イ
ブ
配
信
】

 
3月

16
日
（
木
）

 
20

0名
 

年 間
 

施
設
職
員
事
例
検
討
会

  
  

  
  

 
  

  
児
童
福
祉
施
設
で
指
導
的
立
場
に
あ
る
職
員
で
、
専
門
的

な
知
識
・
実
務
を
継
続
的
に
学
び
た
い
者
、
か
つ
、
当
セ

ン
タ
ー
の
施
設
関
連
研
修
の
受
講
歴
が
あ
る
者

 

6月
2日

（
木
）
～

3日
（
金
）
参
集

 
月

1回
 
オ
ン
ラ
イ
ン

 
3月

9（
木
）
～

10
日
（
金
）
参
集

 
8名

 

児
童
福
祉
司
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
 

ア
ド
バ
ン
ス
コ
ー
ス

 

児
童
福
祉
司
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
で
、
専
門
的
な
知
識
・

実
務
を
継
続
的
に
学
び
た
い
者
、
か
つ
、
福
祉
司
ス
ー
パ

ー
バ
イ
ザ
ー
の
法
定
研
修
の
受
講
歴
が
あ
り
、
ス
ー
パ
ー

バ
イ
ズ
経
験
が
通
算

3年
を
満
た
し
た
者

 

9月
15

日
（
木
）

~1
6日

（
金
）

 
9月

～
2月

OJ
T
期
間

 
2月

21
日
（
火
）

~2
2日

（
水
）

 
10

名
 

88

IHVWI
テキスト ボックス
資料７



 

 

20
22

年
度
（
令
和
４
年
度
）
虐
待
対
応
研
修
一
覧
 
（
実
施
月
別
）
 
 
 
 
 
 
 

実
施
月
 

研
 
修
 
名
（
案
）
 

受
講
対
象
 

期
間
 

定
員
 

5
月
 

子
ど
も
虐
待
対
応
研
修
担
当
者
等
 

養
成
研
修
 

都
道
府
県
、
市
区
町
村
、
児
童
相
談
所
、

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
職
員
に

対
す
る
研
修
企
画
、
又
は
研
修
講
師
を
行

う
者
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の

調
整
担
当
者
、
家
庭
児
童
相
談
員
や
子
ど

も
家
庭
相
談
担
当
者
等
で
子
ど
も
虐
待

関
連
業
務
経
験
通
算
３
年
を
満
た
し
た

者
（
各
機
関

1
名
）
 

5
月

11
日
（
水
）
 

～
13

日
（
金
）
 

60
名
 

5
月
 

児
童
養
護
施
設
職
員
指
導
者
研
修
 

児
童
養
護
施
設
で
基
幹
的
職
員
等
指
導

的
立
場
に
あ
る
指
導
員
、
保
育
士
、
家
庭

支
援
専
門
相
談
員
、
里
親
支
援
専
門
相
談

員
、
個
別
対
応
職
員
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

長
等
で
、
児
童
福
祉
施
設
経
験
通
算
５
年

を
満
た
し
た
者
※
（
各
施
設
１
名
）
 

5
月

25
日
（
水
）
 

～
27

日
（
金
）
 

60
名
 

6
月
 

児
童
相
談
所
児
童
心
理
司
指
導
者
 

研
修
 

児
童
相
談
所
児
童
心
理
司
経
験
通
算
５

年
を
満
た
し
た
児
童
心
理
司
（
ス
ー
パ
ー

バ
イ
ザ
ー
含
む
）
 

6
月

15
日
（
水
）
 

～
17

日
（
金
）
 

60
名
 

6
月
 

【
参
集
と
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 

乳
児
院
職
員
指
導
者
研
修
 

乳
児
院
で
基
幹
的
職
員
等
指
導
的
立
場

に
あ
り
、
児
童
福
祉
施
設
経
験
通
算
５
年

を
満
た
し
た
者
 

6
月

29
日
(水

) 
～
7
月

1
日
(金

）
 

60
名
 

7
月
 

児
童
相
談
所
弁
護
士
等
専
門
研
修
 

児
童
相
談
所
に
勤
務
し
て
い
る
弁
護
士

(常
勤
･非

常
勤
･嘱

託
を
問
わ
な
い
) 

7
月

14
日
（
木
）
 

～
15

日
（
金
）
 

40
名
 

7
月
 

市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
支
援
指
導

者
研
修
 

市
区
町
村
の
子
ど
も
家
庭
支
援
業
務
（
関

係
業
務
を
含
む
）
に
お
い
て
指
導
的
立
場

に
あ
る
者
（
注
:子

ど
も
家
庭
総
合
支
援

拠
点
設
置
の
有
無
は
問
わ
な
い
）
 

例
:子

ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
、
家
庭

児
童
相
談
室
、
要
保
護
児
童
対
策
地

域
協
議
会
、
子
育
て
支
援
担
当
課
、
児

童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
母
子
保
健

担
当
課
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、
ひ
と
り
親
支
援
担
当
課
、
Ｄ

Ｖ
担
当
課
等
、
管
理
的
立
場
の
者
、
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
保
育
所
含
む
） 

都
道
府
県
に
お
い
て
市
区
町
村
へ
の
助

言
指
導
を
担
当
す
る
者
 

例
:児

童
相
談
所
、
研
修
企
画
担
当
課
 

7
月

27
日
（
水
）
 

～
29

日
（
金
）
 

60
名
 

8
月
 

【
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 

教
育
機
関
・
児
童
福
祉
関
係
職
員
 

合
同
研
修
 

学
校
（
幼
小
中
高
）
や
教
育
委
員
会
で
虐

待
対
応
に
携
わ
る
指
導
的
立
場
の
教
職

員
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー

ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
経
験
年
数
の

制
限
な
し
）
市
区
町
村
、
児
童
相
談
所
等

で
子
ど
も
虐
待
対
応
経
験
通
算
３
年
を

満
た
し
た
者
 （

各
機
関
１
名
）
＊
パ
ソ
コ

ン
を
使
用
し
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
受
講

環
境
が
可
能
な
者
 

8
月

19
日
（
金
）
 

20
0

名
 

9
月
 

【
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 

こ
こ
ろ
の
シ
リ
ー
ズ
 

「
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
の
 

こ
こ
ろ
の
支
援
」
 

指
導
的
立
場
に
あ
る
以
下
の
者
 

①
子
ど
も
虐
待
に
関
わ
る
者
 

②
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
わ
る
者
 

③
子
ど
も
の
生
活
と
環
境
を
調
整
す
る

者
で
、
指
導
的
立
場
に
あ
る
者
 

機
関
:児

童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
（
児

童
心
理
治
療
施
設
、
障
害
児
施
設
、
母
子

生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
を
含
む
）、

市
区

町
村
、
保
健
機
関
、
教
育
機
関
、
医
療
機

関
、
警
察
・
司
法
等
（
各
機
関
１
名
）
 

9
月

14
日
（
水
）
 

9
月

15
日
（
木
）
 

80
名
 

 

 

 ＊
：
改
正
児
童
福
祉
法
の
施
行
に
伴
い
「
児
童
相
談
所
児
童
福
祉
司
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
義
務
」
の
名
称
を
変
更
し
ま
し
た
。 

○法
：
法
定
研
修
。
法
定
研
修
は
、
委
託
契
約
を
締
結
し
た
上
で
の
受
講
と
な
り
ま
す
。
 

11
月
 

【
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 

特
別
企
画
「
虐
待
の
世
代
間
伝
達

を
理
解
す
る
」
 

子
ど
も
虐
待
対
応
に
関
わ
る
指
導
的
立

場
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
職
種
の
専
門
職
（
各

機
関
１
名
）
＊
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
る
受
講
環
境
が
可
能
な
者

＊
受
講
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
期
間
内
に

提
出
で
き
る
者
 

11
月

11
日
（
金
）
 

80
名
 

12
月
 

子
ど
も
虐
待
対
応
 

母
子
保
健
関
係
職
員
指
導
者
研
修
 

市
区
町
村
、
保
健
所
の
母
子
保
健
活
動
、

子
育
て
支
援
、
子
ど
も
虐
待
防
止
対
策
に

携
わ
っ
て
い
る
指
導
的
立
場
に
あ
る
保

健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
医
師
、
精
神

保
健
相
談
員
で
、
子
ど
も
虐
待
対
応
関
連

業
務
経
験
通
算
５
年
を
満
た
し
た
者
 

11
月

30
日
（
水
）
 

～
2
日
（
金
）
 

60
名
 

12
月
 

一
時
保
護
所
指
導
者
研
修
 

児
童
福
祉
領
域
又
は
児
童
相
談
所
で
の

勤
務
経
験
が
５
年
以
上
あ
り
、
一
時
保
護

所
職
員
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ
る

者
、
も
し
く
は
、
一
時
保
護
専
用
施
設
（
児

童
養
護
施
設
等
）
の
指
導
的
立
場
に
あ
る

者
 

12
月

14
日
(水

) 
～
16

日
(金

) 
60

名
 

1
月
 

【
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 

健
康
障
害
の
シ
リ
ー
ズ
 

「
ネ
グ
レ
ク
ト
と
健
康
障
害
」
 

 

児
童
相
談
所
（
保
健
師
・
医
師
・
弁
護
士
・

児
童
福
祉
司
・
児
童
心
理
司
等
）、

市
区
町

村
（
福
祉
・
保
健
）、

保
護
さ
れ
た
子
ど
も

の
回
復
を
ケ
ア
す
る
一
時
保
護
所
・
児
童

福
祉
施
設
（
保
育
士
・
児
童
指
導
員
・
嘱

託
医
・
看
護
師
）、

日
常
的
に
子
ど
も
と
接

す
る
学
校
・
幼
稚
園
・
保
育
所
（
教
員
・

養
護
教
諭
・
保
育
士
等
）、

里
親
、
警
察
・

司
法
等
で
指
導
的
立
場
に
あ
る
者
 

1
月

19
日
（
木
）
 

1
月

20
日
（
金
）
 
80

名
 

9
月
 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
任
用

前
研
修
Ａ
＜
前
期
課
程
＞
 
＊
○法
 

児
童
福
祉
司
経
験
３
年
以
上
勤
務
し
た

者
で
あ
っ
て
、
指
導
教
育
担
当
児
童
福

祉
司
と
し
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
者
。
か
つ
、
後
期
は
、
ZO
OM

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
者
。（

e-
ラ
ー
ニ

ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド

受
講
と
筆
記
試
験
が
あ
り
ま
す
。）

 
（
児
童
福
祉
法
第

13
条
第
９
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
受
講
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
）
 

9
月

1
日
（
木
）
 

9
月

2
日
（
金
）
 

60
名
 

9
月
 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
任
用

前
研
修
Ｂ
＜
前
期
課
程
＞
 
＊
○法
 

9
月

29
日
（
木
）
 

9
月

30
日
（
金
）
 

60
名
 

10
月
 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
任
用

前
研
修
Ｃ
＜
前
期
課
程
＞
 
＊
○法
 

10
月

13
日
（
木
）
 

10
月

14
日
（
金
）
 

60
名
 

2
月
 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
任
用

前
研
修
Ａ
＜
後
期
課
程
＞
 

【
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 
 
 
 
＊
○法
 

2
月

1
日
（
水
）
 

～
3
日
（
金
）
 

60
名
 

2
月
 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
任
用

前
研
修
Ｂ
＜
後
期
課
程
＞
 

【
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 
 
 
 
＊
○法
 

2
月

15
日
（
水
）
 

 
～
17

日
（
金
）
 

60
名
 

3
月
 

指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
任
用

前
研
修
Ｃ
＜
後
期
課
程
＞
 

【
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 
 
 
 
＊
○法
 

3
月

1
日
（
水
）
 

～
3
日
（
金
）
 

60
名
 

3
月
 

テ
ー
マ
別
研
修
「
子
ど
も
の
権
利

（
仮
）」

 
【
オ
ン
ラ
イ
ン
】
 

こ
の
問
題
に
関
わ
る
専
門
職
で
、
各
所
属

機
関
で
指
導
的
立
場
に
あ
り
、
児
童
虐
待

関
連
業
務
経
験
通
算
３
年
を
満
た
す
も

者
（
各
機
関
１
名
）
 

3
月
中
旬
 

80
名
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特
別

区
職

員
研

修
所

教
務

課
 

令
和

４
年

3
月

 

令
和

４
年

度
 

児
童

福
祉

法
等

関
係

法
令

に
基

づ
く

法
定

研
修

実
施

概
要

 

児
童

相
談

所
に

お
け

る
児

童
福

祉
司

及
び

指
導

教
育

担
当

児
童

福
祉

司
（

児
童

福
祉

司
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
）

並
び

に
要

保
護

児
童

対
策

調
整

機
関

に
置

か
れ

た
調

整
担

当
者

と
し

て
業

務
を

遂
行

し
て

い
く

に
あ

た
り

必
要

な
知

識
、

技
能

等
を

習
得

し
、

特
別

区
に

お
け

る
児

童
家

庭
福

祉
行

政
を

担
う

職
員

の
専

門
性

の
向

上
を

図
る

た
め

、
児

童
福

祉
法

等
関

係
法

令
に

基
づ

き
実

施
し

ま
す

。
 

研
修

内
容

到
達

目
標

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
及

び
運

用
指

針
等

に
つ

い
て

は
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

基
づ

き
ま

す
。

 
（

会
場

は
、

い
ず

れ
も

特
別

区
職

員
研

修
所

を
予

定
）

 

１
 

児
童

福
祉

司
任

用
前

講
習

会
及

び
指

定
講

習
会

 
対

 
象

 
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

 
日

 
数

 
6

日
間

必
須

、
1

日
間

任
意

（
合

計
7

日
間

）
 

日
 

程
 

【
第

１
回

】
令

和
４

年
10

月
中

旬
～

下
旬

 
【

第
２

回
】

令
和

4
年

12
月

上
旬

～
下

旬
 

定
 

員
 

各
回

50
名

程
度

 
負

担
金

 
【

7
日

間
】

42
,6

00
円

（
予

定
）

 

 ２
 

児
童

福
祉

司
任

用
後

研
修

 
対

 
象

 
①

 
児

童
福

祉
司

と
し

て
任

用
後

１
年

目
の

職
員

 
②

 
①

の
他

、
子

ど
も

家
庭

福
祉

行
政

に
携

わ
る

職
員

 
日

 
数

 
5

日
間

 
※

 
た

だ
し

、
児

童
福

祉
司

任
用

前
講

習
会

修
了

者
は

、
5

日
間

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

う
ち

、
重

複
し

た
科

目
（「

社
会

的
養

護
に

お
け

る
自

立
支

援
」「

関
係

機
関

（
市

町
村

を
含

む
）

と
の

連
携

・
協

働
と

在
宅

支
援

」「
行

政
権

限
の

行
使

と
司

法
手

続
」「

子
ど

も
虐

待
対

応
の

基
本

」
及

び
「

非
行

対
応

の
基

本
」（

計
3

日
間

）
の

受
講

を
免

除
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

日
 

程
 

【
５

日
間

コ
ー

ス
】

令
和

4
年

5
月

中
旬

～
下

旬
（

5
日

間
）

 
【

２
日

間
コ

ー
ス

（
※

一
部

受
講

免
除

者
）】

令
和

４
年

5
月

中
旬

～
下

旬
（

計
2

日
間

）
 

定
 

員
 

計
50

名
程

度
 

 
負

担
金

 
【

5
日

間
コ

ー
ス

】
35

,5
00

円
（

予
定

）
 【

2
日

間
コ

ー
ス

】
19

,2
00

円
（

予
定

）
 

 

 ３
 

児
童

福
祉

司
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
研

修
〔

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

に
つ

い
て

は
別

紙
４

参
照

〕
 

対
 

象
 

①
 

児
童

福
祉

司
と

し
て

3
年

以
上

の
職

務
経

験
を

有
す

る
職

員
 

②
 

①
の

他
、

受
講

を
希

望
す

る
子

ど
も

家
庭

福
祉

行
政

に
携

わ
る

職
員

 
日

 
数

 
5.

5
日

間
（

前
期

3
日

間
、

後
期

2.
5

日
間

）
 

日
 

程
 

【
前

期
】

令
和

4
年

8
月

上
旬

～
中

旬
（

3
日

間
）

  
【

後
期

】
令

和
5

年
2

月
中

旬
～

下
旬

（
2.

5
日

間
）

 
定

 
員

 
50

名
程

度
 

負
担

金
 

【
5.

5
日

間
】

56
,5

50
円

（
予

定
）

 

 ４
 

調
整

担
当

者
研

修
 

対
 

象
 

①
 

調
整

担
当

者
と

し
て

業
務

を
行

う
職

員
で

、
児

童
福

祉
司

任
用

前
講

習
会

を
修

了
し

た
者

 
②

 
①

の
他

、
子

ど
も

家
庭

福
祉

行
政

に
携

わ
る

職
員

 
日

 
数

 
2

日
間

 
日

 
程

 
令

和
5

年
2

月
中

旬
（

2
日

間
）

  
定

 
員

 
50

名
程

度
 

負
担

金
 

【
2

日
間

】
19

,2
00

円
（

予
定

）
 

 ５
 

そ
の

他
（

児
童

相
談

所
関

連
研

修
「

課
題

別
研

修
」

一
部

抜
粋

）
※

定
員

は
い

ず
れ

も
各

回
50

名
程

度
。

負
担

金
は

予
定

。
 

研
修

名
 

児
童

福
祉

司
（

1～
2

年
目

）
Ⅰ

・
Ⅱ

 
期

 
間

 
【

Ⅰ
】

令
和

4
年

6
月

上
旬

（
2

日
間

）
 

【
Ⅱ

】
令

和
4

年
6

月
中

旬
（

2
日

間
）

 
負

担
金

 
【

Ⅰ
】

19
,2

00
円

 
【

Ⅱ
】

24
,2

00
円

 
内

 
容

 
【

Ⅰ
】

〇
通

告
ケ

ー
ス

の
初

期
対

応
 

〇
面

接
技

法
 

〇
法

医
学

 
〇

社
会

的
養

護
 

【
Ⅱ

】
〇

多
機

関
連

携
 

〇
性

的
虐

待
 

〇
法

的
対

応
 

〇
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

基
礎

 
 

研
修

名
 

児
童

福
祉

司
（

3～
4

年
目

）
Ⅰ

・
Ⅱ

 
期

 
間

 
【

Ⅰ
】

令
和

5
年

1
月

上
旬

～
中

旬
（

2
日

間
）

 
【

Ⅱ
】

令
和

5
年

1
月

中
旬

～
下

旬
（

3
日

間
）

 
負

担
金

 
【

Ⅰ
】

24
,2

00
円

 
【

Ⅱ
】

36
,3

00
円

 
内

 
容

 
【

Ⅰ
】

〇
Ｃ

Ａ
Ｒ

Ｅ
（

ペ
ア

レ
ン

ト
・

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

）
 

〇
困

難
事

例
の

検
討

 
〇

死
亡

事
例

か
ら

学
ぶ

 
【

Ⅱ
】

〇
解

決
志

向
ア

プ
ロ

ー
チ

 
〇

親
子

関
係

再
構

築
支

援
 

 

研
修

名
 

児
童

心
理

司
（

1～
2

年
目

）
Ⅰ

・
Ⅱ

 
期

 
間

 
【

Ⅰ
】

令
和

4
年

10
月

下
旬

（
2

日
間

）
 

【
Ⅱ

】
令

和
4

年
11

月
上

旬
（

2
日

間
）

 
負

担
金

 
【

Ⅰ
】

19
,2

00
円

 
【

Ⅱ
】

24
,2

00
円

 
内

 
容

 
【

Ⅰ
】

〇
児

童
心

理
司

業
務

の
基

礎
 

〇
虐

待
が

子
ど

も
に

与
え

る
影

響
 

 
 

 
〇

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
基

礎
 

〇
心

理
所

見
の

書
き

方
 

〇
面

接
技

法
 

【
Ⅱ

】
〇

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
、

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

に
求

め
ら

れ
る

技
能

 
〇

性
加

害
、

性
被

害
児

童
へ

の
対

応
 

〇
子

ど
も

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

 

研
修

名
 

児
童

心
理

司
（

3～
4

年
目

）
Ⅰ

・
Ⅱ

 
期

 
間

 
【

Ⅰ
】

令
和

5
年

1
月

下
旬

（
2

日
間

）
 

【
Ⅱ

】
令

和
5

年
2

月
上

旬
（

2
日

間
）

 
負

担
金

 
【

Ⅰ
】

24
,2

00
円

 
【

Ⅱ
】

24
,2

00
円

 
内

 
容

 
【

第
1

回
】

〇
ア

セ
ス

メ
ン

ト
技

法
 

〇
法

的
申

立
て

に
お

け
る

心
理

所
見

 
 

 
 

 
 

〇
Ｃ

Ａ
Ｒ

Ｅ
（

ペ
ア

レ
ン

ト
・

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

）
 

【
第

2
回

】
〇

ト
ラ

ウ
マ

ケ
ア

 
〇

ラ
イ

フ
ス

ト
ー

リ
ー

ワ
ー

ク
 

 

研
修

名
 

一
時

保
護

所
職

員
Ⅰ

・
Ⅱ

 
期

 
間

 
【

Ⅰ
】

令
和

4
年

12
月

上
旬

（
2

日
間

）
 

【
Ⅱ

】
令

和
5

年
1

月
中

旬
（

2
日

間
）

 
負

担
金

 
【

Ⅰ
】

19
,2

00
円

 
【

Ⅱ
】

19
,2

00
円

 
内

 
容

 
【

第
1

回
】

〇
子

ど
も

の
権

利
擁

護
 

〇
児

童
相

談
所

業
務

と
一

時
保

護
所

の
役

割
 

 
 

 
 

 
〇

虐
待

が
子

ど
も

に
与

え
る

影
響

 
〇

社
会

的
養

護
 

【
第

2
回

】
〇

児
童

間
暴

力
 

〇
ト

ラ
ウ

マ
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

ケ
ア

 
 

 
 

 
 

〇
遊

び
と

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

 
〇

安
心

安
全

な
生

活
環

境
の

提
供

 
 

研
修

名
 

児
童

家
庭

福
祉

 
期

 
間

 
令

和
4

年
6

月
下

旬
（

2
日

間
）

 
負

担
金

 
19

,2
00

円
 

内
 

容
 

〇
児

童
福

祉
行

政
 

〇
通

告
ケ

ー
ス

の
初

期
対

応
 

〇
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
の

運
営

 
〇

社
会

的
養

護
 

 〇
 

特
別

区
職

員
受

入
後

、定
員

に
空

き
が

あ
る

場
合

は
、他

自
治

体
職

員
を

受
入

い
た

し
ま

す
。研

修
受

託
申

請
手

続
等

に
つ

き
ま

し
て

は
、

 
 

 
特

別
区

職
員

研
修

所
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

て
「

特
別

区
職

員
研

修
所

研
修

受
託

要
綱

」
を

ご
参

照
く

だ
さ

い
。

 
 

 
〔

 h
ttp

:/
/w

w
w

.to
ky

o2
3c

ity
.o

r.j
p/

ke
ns

yu
jo

/i
nd

ex
.h

tm
l 

〕
 

〇
 

問
合

せ
先

：
特

別
区

職
員

研
修

所
教

務
課

専
門

研
修

係
 

電
話

03
-5

29
8-

39
38
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支
援
対
象
児
童
等
見
守
り
強
化
事
業
【
新
規
】

支
援
ス
タッ
フが
訪
問
等
を
実
施

子
ども
の
居
宅
等

■
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
等
の
把
握
■
養
育
状
況
の
把
握

■
心
の
ケ
ア
■
孤
独
・
孤
立
の
解
消

な
ど

見
守
り
支
援

見
守
り体
制

の
強
化

相
互
連
携
・

情
報
共
有

定
期
的
な
状
況
把
握
・
支
援

子
育
て
支
援
を
行
う

民
間
団
体
等
※

（
子
ど
も
食
堂
.子
ど
も
宅
食
等
）

※
要
対
協
の
構
成
員
に
限
定
し
な
い

○
児
童
虐
待
の
リ
ス
ク
の
高
ま
り
を
踏
ま
え
、
子
育
て
世
帯
が
孤
立
し
な
い
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
市
町
村
の
要
保
護
児
童
対

策
地
域
協
議
会
が
中
核
と
な
っ
て
、
子
ど
も
食
堂
や
子
ど
も
宅
食
等
の
支
援
を
行
う
民
間
団
体
等
も
含
め
た
様
々
な
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
総
動
員

し
、
支
援
ニ
ー
ズ
の
高
い
子
ど
も
等
を
見
守
り
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
強
化
を
推
進
す
る
。

①
子
ど
も
食
堂
や
子
ど
も
へ
の
宅
食
等
を
行
う
民
間
団
体
等
と
連
携
し
て
、
食
事
の
提
供
や
学
習
支
援
等
を
通
じ
た
子
ど
も
の
状
況
把
握
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
見
守
り
体
制
の
強
化
を
支
援
す
る
。

②
新
た
な
地
域
に
お
け
る
見
守
り
の
担
い
手
と
し
て
の
N
P
O
法
人
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
ク
ー
ポ
ン
・
バ
ウ
チ
ャ
ー
等
の
活
用
に
よ
る
学
習
塾
、
習
い
事
、

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
地
域
の
多
様
な
事
業
主
体
と
連
携
し
た
要
支
援
児
童
家
庭
の
新
た
な
見
守
り
強
化
モ
デ
ル
の
確
立
を
目
指
す
。

令
和
４
年
度
予
算
案
：
21
2億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

目
的

①
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
／
居
場
所
型

補
助
基
準
額
：
１
か
所
当
た
り
9
,7
2
9
千
円

補
助

率
：
２
／
３

実
施
主
体
：
市
町
村
（
特
別
区
含
む
）

状
況
の
把
握

食
事
の
提
供

学
習
・
生
活
指
導
支
援
等

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

・
支
援
対
象
児
童
、
特
定
妊
婦
等
の
状
況
の
確
認
に
関
す
る

役
割
分
担
の
決
定

・
確
認
や
支
援
に
関
す
る
進
捗
管
理
、
総
合
調
整
等

②
ク
ー
ポ
ン
・
バ
ウ
チ
ャ
ー
等
活
用
型

補
助
基
準
額
：
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

補
助

率
：
１
０
／
１
０

実
施
主
体
：
市
町
村
（
特
別
区
含
む
）
※
①
ア
ウ
ト
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要保護児童等に関する情報共有システム
（虐待防止のための情報共有システム構築事業等）

「要保護児童等に関する情報共有システム」は、昨今の重篤な児童虐待死亡事案の発
生を踏まえ、自治体間における要保護児童等の情報を迅速かつ正確に共有することを目
的として、令和３年度より運用を開始したところであり、今後、全自治体が確実に情報
共有システムを利用できるよう、既存システムと本システムとの連携のための改修経費
や児童記録情報のCSV化のための改修などの経費を併せて支援する。

１．概要

➢ 令和４年度末までに、本システムの全市区町村運用開始を促進していくため、令和３年度補正予算において941市区町
村分の改修経費をカバーするもの。地方公共団体向け補助金に計上 (「虐待防止のための情報共有システム構築事業」【新規】)。

※地方自治体向けシステム改修費用については、令和３年度までに800市区町村分を措置済み。（令和２年度に47都道府県は措置済み）

※既存のシステムの改修や機器の調達、データの取り込みなど、情報共有システムの利用に必要な費用全般が補助対象

システム改修経費（地方自治体）

令和３年度第１次補正予算額：６５億円（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）

事業イメージ

厚生労働省

情報共有システム ※ LGWAN-ASP（LGWAN（自治体を相互に接続する行政専用のネットワーク）を介して、

自治体職員に各種行政事務サービスを提供する仕組み）を活用 主な機能

①児童記録票の登録
LGWANを通して、児童記録票を登録する。
→児相、市町村毎に登録
②相互閲覧
児相と所管市町村間で児童記録票の相互
閲覧が可能。
→児相と市町村間の情報共有
③行方不明情報・転居情報の共有
→事案発生後、迅速に必要な情報の共有
が可能。

児童相談所
（都道府県）

【Ｂ県】【Ａ県】
市区町村

②相互閲覧
②相互閲覧

児童相談所
（都道府県）

①登録 ①登録 児童記録票

送信受信

※これまで、FAXや電話で行っていた業務をシステム化

市区町村

LGWAN

③行方不明情報(CA情報) と転居情報の情報共有

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度～

AIを活用した緊急性の判断に資するツールの開発促進

児童相談所における一時保護の判断に当たり、AIを活用した緊急性の判断に資するツールの開発を促進する。

１．概要

３．設計・開発等のスケジュール案

アセスメント情報
・養育者の説明内容に疑念が
ある
・情緒的な問題、対人距離、
愛着関係に課題がある 等

AIツール
・アセスメント情報を蓄積
・蓄積されたアセスメント
情報等を活用し、機械学習
により解析・予測

一時保護判断の参考となる指標例
一時保護率：通告の対象となった児童についてのリスクア
セスメント項目の傾向が、過去にどれくらい一時保護の対象
とされたかを示す参考指標
再発率：一度通告の対象となった児童が、再度通告の対象と
なる（再発する）可能性を示す参考指標

入力 出力

○ 通告の対象となった児童についてのリスクアセスメント項目の入力等によりアセスメント情報を蓄積。

○ 蓄積された情報をAIが解析・予測することで、一時保護判断の参考となる指標の表示等を行い、職員の判断をサ
ポートする。

※ 統計的なデータの分析を行うことで、職員が行う一時保護の判断のサポートが目的であり、職員に代わって判断するものではない。

２．システム概要案 ※仕様の詳細は令和３年度中に事業委託を行い、検討の上決定

仕様・要件
定義の確定

設計・開発 順次、運用開始、随時AIによる学習

現場（児相）での活用・データ入力

データ蓄積 データ蓄積

学習・AI更新 学習・AI更新

※タブレット等による訪問先や
要対協での即時・的確な対応も想定

業務効率化などにより負担軽減

モデル的実施
（現場での活用）

専門的な考察・調査や判断ミス防止等の
職員の判断をサポート

令和３年度第１次補正予算額：４.９億円（情報処理業務庁費）
※デジタル庁計上

開発・テスト
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児童虐待による死亡事例の推移（児童数）

（注１）平成15年～平成19年までは暦年。平成20年度以降は年度、（注２） 平成15年はH15.7.1～H15.12.31の６か月間、（注３）平成19年はH19.1.1～H20.3.31の15か月間

第１次から第1７次報告までの児童虐待による死亡事例等の検証結果

【心中以外の虐待死 842例・890人】
○ ０歳児の割合は47.5％、中でも０日児の割合は18.5％。さらに、３歳児以下の割合は76.0％を占めている。
○ 加害者の割合は実母が54.4％と最も多い。
○ 妊娠期・周産期における問題では、遺棄が29.4％と最も多く（第11次報告から第17次報告までの累計）、

予期しない妊娠／計画していない妊娠が27.6%、妊婦健康診査未受診の状況が26.5％見られている（第3次報告から第17次報告ま
での累計） 。

○ 家庭における地域社会との接触がほとんど無い事例（第2次報告から第17次報告までの累計での有効割合）は38.8％であった。

25人
50人 56人 61人

78人 67人
49人 51人 58人 51人 36人 44人 52人 49人 52人 54人 57人－

8人
30人

65人
64人

61人

39人 47人 41人
39人

33人 27人
32人 28人 13人 19人 21人

25人

58人

86人

126人
142人

128人

88人
98人 99人

90人

69人 71人
84人 77人

65人
73人 78人

0人

20人

40人

60人

80人

100人

120人

140人

160人 心中以外の虐待死

心中による虐待死

子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第17次報告）（概要）
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会【令和３年８月】

○ 子どもの身体、特に、顔や首、頭等に外傷が認められる
○ 一定期間の体重増加不良や低栄養状態が認められる
○ 子どもが学校・保育所等を不明確・不自然な理由で休む
○ 施設等への入退所を繰り返している
○ 一時保護等の措置を解除し家庭復帰後６か月以内の死亡事案が多い
○ きょうだいに虐待があった
○ 子どもが保護を求めている、または養育が適切に行われていないこ

とを示す発言がある

○ 児童委員、近隣住民等から様子が気にかかる旨の情報提供が
ある

○ 生活上に何らかの困難を抱えている
○ 転居を繰り返している
○ 社会的な支援、親族等から孤立している（させられている）
○ 家族関係や家族構造、家族の健康状態に変化があった

○ 関係機関や関係部署が把握している情報を共有できず、得られた情
報を統合し、虐待発生のリスクを認識及び同一の支援方針による対
応ができていない

○ 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）にお
ける検討の対象事例になっていない

○ 家族全体を捉えたリスクアセスメントが不足しており、危機感が希
薄である

○ スクリーニングの結果を必要な支援や迅速な対応に結びつけていな
い

○ 転居時に十分な引継ぎが行えていない
○ 転居や家族関係の変化の把握ができていない
○ ネグレクトの継続が事態の悪化だと捉えられていない
○ 子どもの発言等をアセスメントや支援方針に活かせていない
○ 継続的に支援している事例について、定期的なアセスメントが適切

に行われていない

○ 妊娠の届出がなされておらず、母子健康手帳が未発行である
○ 妊婦健康診査が未受診である又は受診回数が極端に少ない
○ 関係機関からの連絡を拒否している

（途中から関係が変化した場合も含む）
○ 予期しない妊娠／計画していない妊娠
○ 医師、助産師の立会いなく自宅等で出産
○ 乳幼児健康診査や就学時の健康診断が未受診である又は

予防接種が未接種である
（途中から受診しなくなった場合も含む）

○ 精神疾患や抑うつ状態（産後うつ、マタニティブルーズ等）
知的障害などにより自ら適切な支援を求められない

○ 過去に自殺企図がある
○ 養育者がDVの問題を抱えている
○ 子どもの発達等に関する強い不安や悩みを抱えている
○ 家庭として養育能力の不足等がある若年（10代）妊娠
○ 子どもを保護してほしい等、養育者が自ら相談してくる
○ 虐待が疑われるにもかかわらず養育者が虐待を否定
○ 訪問等をしても子どもに会わせない
○ 多胎児を含む複数人の子どもがいる
○ 安全でない環境に子どもだけを置いている
○ きょうだいなどによる不適切な養育・監護を放置している

※ 子どもが低年齢・未就園である場合や離婚・未婚等によりひとり親である場合
に、上記ポイントに該当するときには、特に注意して対応する必要がある。

2

第1次から第１7次報告を踏まえて
子ども虐待による死亡事例等を防ぐためのリスクとして留意すべきポイント

（下線部分は、第17次報告より追加した留意すべきポイント）

養育者の側面養育者の側面 子どもの側面子どもの側面

生活環境等の側面生活環境等の側面

援助過程の側面援助過程の側面
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令和２年度 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査結果

調査対象等

【参考】令和元年度 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査結果（調査期間：令和元年６月１日～令和２年８月18日）

・確認対象児童（18歳未満）18,834人のうち、状況確認ができた児童は18,818人（99.9％）状況確認ができていない児童は16人（0.1％）。（令和２年８月18日時点）

① 乳幼児健康診査（自治体が独自に実施しているものを含む。）等の乳幼児を対象とする保健・福祉サービスを受けておらず、自治体職員の目視による確認が
できず、関係機関においても目視による確認ができない児童（健診未受診等）

② 未就園で、福祉サービス等を利用しておらず、関係機関においても目視による確認ができない児童（未就園）
③ 学校へ通園・通学しておらず、関係機関においても目視による確認ができない児童（不就学等）
④ 児童を対象とした手当の支給事務等において連絡・接触ができず、必要な各種届出や手続を行っておらず、関係機関においても目視による確認ができ

ない児童（児童手当などの支給事務に必要な届出や手続を行っていない）

＜確認対象児童＞
令和２年10月１日時点において、全国の市町村（1,741市区町村）に住民票があり、以下のいずれかに該当する小学校修了前の児童。

＜集計＞
上記の確認対象児童について、令和３年12月24日時点における確認の状況を集計。

＜児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抜粋）＞
○ 衆議院 厚生労働委員会（令和元年５月24日）

二 虐待リスクの高い子どもを早期に発見し、支援につなげられるよう、乳幼児健診及び就学時健診未受診者、未就園、不就学等の子どもに
関する安全確認を定期的に実施すること。

○ 参議院 厚生労働委員会（令和元年６月18日）
三 虐待リスクの高い子どもを早期に発見し、支援につなげられるよう、乳幼児健診及び就学時健診未受診者、未就園、不就学等の子どもに

関する安全確認を実施すること。

＜児童虐待防止対策の抜本的強化について（平成31年３月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）（抜粋）＞
○ 乳幼児健診未受診や、未就園、不就学等で福祉サービス等を利用していないなど、関係機関が確認できていない子どもを市町村において把握し、

目視等により状況確認を進める取組について、毎年度、定期的に行う。

調査の経緯

結果の概要

○ 令和２年10月１日時点の確認対象児童32,079人のうち、状況確認ができた児童は32,063人（99.95％）、状況確認ができていない児童は16人
（0.05％）。

○ 状況確認ができた児童32,063人のうち、「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた児童は265人（0.8％）で全て市町村や児童相談所の
支援を実施。

○ 状況確認ができていない児童16人については、全て調査を継続中。

概 要 版
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虐待なし

31,798 人

99.2%

虐待あり等

265 人

0.8%

○状況確認ができた児童のうち、虐待の有無について

32,063 人総数

◎「虐待あり等」とされた児童については、全
て市町村又は児童相談所の支援等を実施。

○ 状況確認ができた児童32,063人のうち、「虐待なし」とされた児童は31,798人(99.2%)、「虐待あり等（※）」
とされた児童は265人(0.8％) ※「虐待あり等」とは、「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた児童を指す。

状況確認ができた児童（32,063人）について

①健診未受診等

71 人

26.8%

②未就園

161 人

60.8%

③不就学等

30 人

11.3%

④児童手当などの支給事務に必要な

届出や手続を行っていない

3 人

1.1%

○「虐待あり等」とされた人の内訳

265 人総数

目視により確認

17,489 人

54.5%

東京出入国在留管理局

に照会

6,982 人

21.8%

その他信頼に足る情報に

よる判断

7,592 人

23.7%

○確認できた児童の確認方法について

32,063 人総数

状況確認ができた

32,063 人

99.95%

状況確認ができていない

16 人

0.05%

○確認対象児童の状況確認について

32,079 人総数

状況確認ができていない児童（16人）について

○ 令和３年12月24日時点で状況確認ができていない児童（16人）については、全て調査(※)を継続。
(※) 「東京出入国在留管理局へ出入（帰）国記録の照会（再照会）中」、「警察への行方不明者届の提出」

令和３年度調査について

○ 令和３年６月１日時点において、乳幼児健診未受診者や未就園、不就学等で福祉サービス等を利用していない
など関係機関が確認できていない子どもについて、令和４年２月28日までの確認の状況の調査を実施している。

①健診未受診等

4 人

25.0%

②未就園

4 人

25.0%

③不就学等

4 人

25.0%

④児童手当などの支給事

務に必要な届出や手続を

行っていない

4 人

25.0%

○状況確認ができていない児童の内訳

16 人総数

東京出入国在留管理局に

照会（再照会）中

14 人

77.8%

警察への行方不明者届の提出

4 人

22.2%

○確認できていない児童の調査について

※ 複数回答のため、児童数の重複あり。

16 人総数
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詳 細 版

○ 令和２年10月１日時点で市町村が状況確認が必要と判断した確認対象児童は全国で32,079人。
（※）このうち、令和３年12月24日までの間に状況確認ができた児童32,063人（99.95％）

令和３年12月24日までの間に状況確認ができていない児童16人（0.05％）

全確認対象児童（32,079人）の確認状況全確認対象児童（32,079人）の確認状況

状況確認ができた

32,063 人

99.95%

状況確認ができていない

16 人

0.05%

○確認対象児童の状況確認について

32,079 人総数
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○ 「義務教育就学前」が29,804人（92.9%）
○ 「小学生」が2,275人（7.1%）

（※）学年は、令和２年10月１日時点。

○ 「未就園」を理由とするものが17,160人（53.5%）で最多。
次いで「健診未受診等」が10,613人（33.1%）、「不就学
等」が3,436人（10.7%）、「児童手当などの支給事務に必要
な届出や手続を行っていない」が870人（2.7%）。

（※）確認対象児童として判断した主な事由の
詳細は、「調査対象等」に記載の確認
対象児童の①～④を参照。

全確認対象児童（32,079人）の確認状況全確認対象児童（32,079人）の確認状況

義務教育就学前

29,804 人

92.9%

小学生

2,275 人

7.1%

○学年別の状況（全確認対象児童）

32,079 人総数

①健診未受診等

10,613 人

33.1%

②未就園

17,160 人

53.5%

③不就学等

3,436 人

10.7%

④児童手当などの支給事務に必要な

届出や手続を行っていない

870 人

2.7%

○確認対象児童として判断した主な事由

32,079 人総数

状況確認ができた児童（32,063人）について状況確認ができた児童（32,063人）について

○ 「義務教育就学前」が29,796人（92.9%）
○ 「小学生」が2,267人（7.1%）
（※）学年は、令和２年10月１日時点。

○ 「未就園」を理由とするものが17,156人（53.5%）で最多。
次いで「健診未受診等」が10,609人（33.1%）、「不就学
等」が3,432人（10.7%）、「児童手当などの支給事務に必要
な届出や手続を行っていない」が866人（2.7%）。

（※）確認対象児童として判断した主な事由の
詳細は、 「調査対象等」に記載の確認
対象児童の①～④を参照。

義務教育就学前

29,796 人

92.9%

小学生

2,267 人

7.1%

○学年別の状況（状況確認ができた児童）

32,063 人総数

①健診未受診等

10,609 人

33.1%

②未就園

17,156 人

53.5%

③不就学等

3,432 人

10.7%

④児童手当などの支給事務に必要な

届出や手続を行っていない

866 人

2.7%

○確認対象児童として判断した主な事由（状況確認が

できた児童）

32,063 人総数
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状況確認ができた児童（32,063人）について状況確認ができた児童（32,063人）について

○ 令和３年12月24日までの間に状況確認ができた児童
（32,063人）について、「目視により確認できた児童」が
17,489人（54.5%）で最多。次いで「その他信頼性に確信が
持てる情報を入手したことにより確認できたと住所地市町村が
判断した児童（※） 」が7,592人（23.7%）、 「東京出入国在
留管理局へ出入（帰）国記録を照会し、出国確認できた児童」
が6,982人（21.8%）。

（※）例えば、「医療機関を受診していることが判明し、医療機関を通して状況が確認できた
場合」、「海外の学校等に在籍していることが在籍証明等により確認できた場合」等。

○ 出国確認以外の方法により状況確認ができた方法の詳細につい
て、「同一市町村内の関係部署等との情報共有で確認できた」
が18,714人（74.6％）で最多。次いで「市町村による頻繁な
家庭訪問等により確認できた」が4,635人（18.5%）、「同一
都道府県内の関係機関等との情報共有で確認できた」が868人
（3.5％）、「他の都道府県内の関係機関等との情報共有で確
認できた」が864人（3.4％）。

目視により確認

17,489 人

54.5%

東京出入国在留管理局に照会

6,982 人

21.8%

その他信頼に足る

情報による判断

7,592 人

23.7%

○確認できた児童の確認方法について

32,063 人総数

①市町村内で情報共有を行う前に、頻繁な

家庭訪問等により確認できた

4,635 人

18.5%

②同一市町村内の関係部署等との

情報共有で確認できた

18,714 人

74.6%

③同一都道府県内の関係機関

等との情報共有で確認できた

868 人

3.5%

④他の都道府県内の関係機関等と

の情報共有で確認できた

864 人

3.4%

○状況確認ができた方法の詳細（「出国確認」以外）

25,081 人総数

虐待なし

31,798 人

99.2%

虐待あり等

265 人

0.8%

○状況確認ができた児童のうち、虐待の有無について

32,063 人総数

◎「虐待あり等」とされた児童については、
全て市町村又は児童相談所の支援等を実施。

○ 「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり（※）」との回答が265人（0.8％）
（※）例えば、「面前DVによる心理的虐待」、「不衛生な環境での生活」、「保健師による訪問の拒否（ネグレクトの疑い）」等。

○ 「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた265人については、今回の状況確認の結果を踏まえ、全て市町村又は児童相談所
の支援等が行われている。

状況確認ができた児童（32,063人）について状況確認ができた児童（32,063人）について

○ 市町村による支援・活用した事業

・助言指導 41

・継続指導 119

・児童相談所送致 13

・就学・就園支援 20

・要保護児童対策地域協議会におけるケース管理 157

・子育て短期支援事業 1

・養育支援訪問事業 7

・乳児家庭全戸訪問事業 10

・一時預かり事業 2

・地域子育て支援拠点事業 2

・市区町村子ども家庭総合支援拠点事業 2

・子育て世代包括支援センター事業 4

・産後ケア事業 1

・その他 17

○ 児童相談所による支援・措置

・助言指導（措置によらない指導） 24

・継続指導（措置によらない指導） 37

・児童福祉司等指導（措置による指導） 11

・施設入所措置 24

・里親等委託 3

・一時保護（委託含む） 17

・その他 3

※ 複数回答のため、児童数の重複あり。
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①健診未受診等

4 人

25.0%

②未就園

4 人

25.0%

③不就学等

4 人

25.0%

④児童手当などの支給事

務に必要な届出や手続を

行っていない

4 人

25.0%

○状況確認ができていない児童の内訳

16 人総数

状況確認ができていない児童（16人）について状況確認ができていない児童（16人）について

○ 「義務教育就学前」が8人（50.0%）
○ 「小学生」が8人（50.0%）
（※）学年は、令和２年10月１日時点。

○ 「健診未受診等」、 「未就園」、「不就学等」、「児童手当
などの支給事務に必要な届出や手続を行っていない」がそれ
ぞれ4人（25.0%）。

（※）確認対象児童として判断した主な事由の
詳細は、「調査対象等」に記載の確認
対象児童の①～④を参照。

義務教育就学前

8 人

50.0%

小学生

8 人

50.0%

○学年別の状況（状況確認ができていない児童）

16 人総数

○ 令和３年６月１日時点において、乳幼児健診未受診者や未就園、不就学等で福祉サービス等を利用していない
など関係機関が確認できていない子どもについて、令和４年２月28日までの確認の状況の調査を実施している。

○ 令和３年12月24日時点で状況確認ができていない16人については、全て関係機関等への照会や情報共有等を行うことにより、
調査(※)を継続して行っている。(※) 「東京出入国在留管理局へ出入（帰）国記録の照会（再照会）中」、「警察への行方不明者届の提出」

状況確認ができていない児童（16人）について状況確認ができていない児童（16人）について

令和３年度調査について令和３年度調査について

東京出入国在留管理局に照会

（再照会）中

14 人

77.8%

警察への行方不明者届の提出

4 人

22.2%

○状況確認ができていない児童の調査について

※ 複数回答のため、児童数の重複あり。

16 人総数
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都道府県別の状況 参考資料

令和２年10月１日時点の
確認対象児童数

令和２年10月１日から
令和３年12月24日までに
状況確認ができた児童数

令和３年12月24日までに
状況確認ができていない
児童数

北海道 574 574 0

青森県 34 34 0

岩手県 11 11 0

宮城県 625 621 4

秋田県 434 434 0

山形県 28 28 0

福島県 138 138 0

茨城県 307 307 0

栃木県 90 90 0

群馬県 350 349 1

埼玉県 1,613 1,613 0

千葉県 2.273 2,272 1

東京都 8,341 8,338 3

神奈川県 5,206 5,205 1

新潟県 71 71 0

富山県 68 68 0

石川県 19 19 0

福井県 76 76 0

山梨県 155 155 0

長野県 130 130 0

岐阜県 139 139 0

静岡県 574 574 0

愛知県 1,116 1,115 1

三重県 416 416 0

令和２年10月１日時点の
確認対象児童数

令和２年10月１日から
令和３年12月24日までに
状況確認ができた児童数

令和３年12月24日までに
状況確認ができていない
児童数

滋賀県 255 255 0 

京都府 438 438 0

大阪府 2,057 2,057 0

兵庫県 1,958 1,955 3

奈良県 392 392 0 

和歌山県 10 9 1

鳥取県 46 46 0

島根県 9 9 0 

岡山県 349 349 0 

広島県 162 162 0 

山口県 52 52 0 

徳島県 563 563 0 

香川県 59 59 0 

愛媛県 116 116 0 

高知県 14 14 0 

福岡県 756 756 0 

佐賀県 52 52 0 

長崎県 166 165 1

熊本県 807 807 0

大分県 283 283 0 

宮崎県 125 125 0 

鹿児島県 18 18 0 

沖縄県 604 604 0

合 計 32,079 32,061 16
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で
き
な
い
児
童
 

③
 
市
区
町
村
教
育
委
員
会
等
が
、
学
校
へ
の
就
園
・
就
学
に
係
る
事
務
（
※
１
）
の
過
程
で
把
握
し
た
児
童

で
通
園
・
通
学
し
て
い
な
い
も
の
（
※
２
）
の
う
ち
、
市
区
町
村
教
育
委
員
会
が
各
学
校
や
学
校
設
置
者
と

連
携
し
て
家
庭
へ
の
電
話
、
文
書
、
家
庭
訪
問
等
に
よ
る
連
絡
を
試
み
て
も
な
お
自
治
体
職
員
の
目
視
に

よ
る
確
認
が
で
き
ず
、
関
係
機
関
に
お
い
て
も
目
視
に
よ
る
確
認
が
で
き
な
い
児
童
 

※
１
 
就
学
時
健
診
、
学
齢
簿
の
編
製
、
就
学
説
明
会
等
の
就
園
・
就
学
前
後
の
諸
手
続
、
幼
児
教
育
・

保
育
の
無
償
化
に
係
る
諸
手
続
、
学
校
に
お
い
て
行
う
事
務
を
含
む
。
 

※
２
 
・
 
就
学
義
務
の
免
除
又
は
猶
予
を
受
け
て
い
る
児
童
 

 
 
 
・
 
１
年
以
上
居
所
不
明
の
た
め
、
学
齢
簿
を
別
に
編
製
さ
れ
て
い
る
簿
冊
に
記
載
（
記
録
）
さ

れ
て
い
る
児
童
 

 
 
 
・
 
病
気
や
経
済
的
理
由
、
不
登
校
、
家
庭
の
事
情
等
に
よ
り
長
期
欠
席
し
て
い
る
児
童
 
 
等
 

④
 
市
区
町
村
の
児
童
家
庭
相
談
、
保
育
の
実
施
事
務
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
お
け
る
施
設
型

給
付
・
施
設
等
利
用
給
付
・
地
域
型
保
育
給
付
や
児
童
手
当
、
児
童
扶
養
手
当
等
の
児
童
を
対
象
と
し
た

手
当
（
自
治
体
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
手
当
を
含
む
。）

の
支
給
事
務
、
そ
の
他
児
童
福
祉
行
政
の
実
施

事
務
の
過
程
で
把
握
さ
れ
て
い
る
家
庭
の
児
童
で
、
家
庭
へ
の
電
話
、
文
書
、
家
庭
訪
問
等
に
よ
る
勧
奨

を
実
施
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
治
体
職
員
の
目
視
に
よ
る
確
認
が
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
行
政
事
務
の
実

施
上
、
必
要
な
各
種
届
出
や
手
続
を
行
っ
て
い
な
い
家
庭
に
属
し
、
関
係
機
関
に
お
い
て
も
目
視
に
よ
る

確
認
が
で
き
な
い
児
童
（
①
か
ら
③
ま
で
に
該
当
す
る
児
童
を
除
く
。）

 

 ２
 
状
況
確
認
の
実
施
 

 
以
下
に
よ
り
、
確
認
対
象
児
童
を
洗
い
出
し
、
状
況
確
認
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
1）

 
確
認
対
象
児
童
の
洗
い
出
し
 

令
和
３
年
６
月
１
日
時
点
に
お
い
て
当
該
市
区
町
村
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
確
認
対
象
児

童
に
つ
い
て
、
当
該
市
区
町
村
の
児
童
福
祉
部
門
・
母
子
保
健
部
門
等
の
関
係
部
署
の
ほ
か
、

市
区
町
村
教
育
委
員
会
等
関
係
機
関
と
連
携
し
て
情
報
を
収
集
し
、
確
認
対
象
児
童
数
及
び
各

児
童
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
把
握
を
行
う
。
 

（
2）

 
確
認
対
象
児
童
の
状
況
確
認
の
実
施
 

上
記
（
1）

の
確
認
対
象
児
童
に
つ
い
て
、
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・
 
速
や
か
に
以
下
の
ア
の
方
法
に
よ
り
状
況
確
認
を
行
う
。
 

・
 
ア
の
方
法
に
よ
る
状
況
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
イ
又
は
ウ
の
方
法
に
よ
り
 

状
況
確
認
を
行
う
。
 

こ
と
と
し
、
ウ
に
よ
っ
て
も
判
断
に
資
す
る
十
分
な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
引
き
続

き
ア
又
は
イ
に
よ
る
確
認
が
で
き
る
よ
う
情
報
収
集
等
の
調
査
を
継
続
し
、
確
認
対
象
児
童
の

所
在
が
つ
か
め
な
い
場
合
に
は
警
察
に
適
切
に
行
方
不
明
者
届
を
提
出
す
る
こ
と
。
 

確
認
対
象
児
童
の
状
況
確
認
に
つ
い
て
は
、
確
認
対
象
児
童
の
存
在
が
判
明
し
た
時
点
か
ら

随
時
速
や
か
に
状
況
確
認
を
行
う
。
な
お
、
確
認
対
象
児
童
の
住
所
地
市
区
町
村
の
職
員
、
要

保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
機
関
・
関
係
者
の
ほ
か
、
住
所
地
市
区

町
村
が
目
視
に
よ
る
状
況
確
認
を
依
頼
し
た
機
関
や
関
係
者
（
他
の
市
区
町
村
の
機
関
等
を
含

む
。）

が
、
目
視
に
よ
り
、
確
認
対
象
児
童
に
係
る
状
況
確
認
を
実
施
す
る
場
合
は
、「

児
童
虐

待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
統
合
支
援
事
業
」
に
お
け
る
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
支
援
事
業
」
が
活
用
で

き
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
な
活
用
を
検
討
す
る
こ
と
。
 

状
況
確
認
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
児
童
相
談
所
も
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
要
保
護
児
童
対
策

地
域
協
議
会
に
お
い
て
速
や
か
に
関
係
機
関
と
情
報
共
有
を
行
う
。
ま
た
、
状
況
確
認
の
結
果
、

養
育
に
関
し
て
支
援
が
必
要
な
家
庭
に
つ
い
て
は
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
指
導
・
助
言
・
保

護
の
ほ
か
、
市
区
町
村
で
継
続
的
に
養
育
支
援
訪
問
事
業
等
を
活
用
す
る
な
ど
に
よ
る
養
育
に

関
す
る
相
談
、
助
言
指
導
等
の
支
援
を
行
う
。
特
に
、
支
援
を
必
要
と
す
る
若
年
妊
産
婦
に
つ

い
て
は
、
母
子
保
健
分
野
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
出
産
後
の
親
子
に
対
す
る
養
育
支
援
を
行
う

こ
と
。
さ
ら
に
、
保
護
者
に
対
し
て
は
、
今
後
状
況
確
認
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う

転
出
・
転
入
の
際
の
届
出
や
相
談
窓
口
等
に
つ
い
て
の
必
要
な
助
言
・
情
報
共
有
等
を
行
う
。
 

 ア
 
住
所
地
市
区
町
村
の
職
員
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
機
関
・
関
係
者
の
ほ
か
、
住

所
地
市
区
町
村
が
目
視
に
よ
る
確
認
を
依
頼
し
た
機
関
や
関
係
者
（
他
の
市
区
町
村
の
機
関
等
を
含
む
。）

が
、
当
該

児
童
を
目
視
(※

)に
よ
り
確
認
 

(※
)状

況
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、

IC
T
機
器
を
活
用
し
た
確
認
方
法
等
を
検
討
す
る
こ
と
 

イ
 
東
京
出
入
国
在
留
管
理
局
へ
の
照
会
に
よ
り
得
た
当
該
児
童
に
係
る
出
入
（
帰
）
国
記
録
か
ら
、
当
該
児
童
の
出
国

の
事
実
を
確
認
（
出
国
後
、
入
（
帰
）
国
記
録
が
な
い
こ
と
の
確
認
を
含
む
。）

 

ウ
 
ア
及
び
イ
の
ほ
か
、
住
所
地
市
区
町
村
が
実
施
し
た
調
査
等
に
よ
り
、
当
該
児
童
の
所
在
等
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
情

報
の
信
頼
性
に
確
信
が
持
て
る
と
し
て
、
住
所
地
市
区
町
村
が
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
所
在
等
の
確
認
 

①
 
海
外
の
学
校
等
に
在
籍
し
て
い
る
こ
と
が
在
籍
証
明
書
等
に
よ
り
確
認
で
き
た
場
合
 

②
 
他
の
市
区
町
村
の
医
療
機
関
を
受
診
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
当
該
医
療
機
関
を
通
し
て
状
況
確
認
で
き

た
場
合
 

③
 
保
護
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
り
避
難
し
て
お
り
、
婦
人
相
談
所
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ

ー
を
通
し
て
確
実
に
児
童
の
状
況
が
確
認
で
き
た
場
合
 

④
 
児
童
が
自
室
に
引
き
こ
も
っ
て
い
る
が
、
市
区
町
村
の
職
員
等
の
ド
ア
越
し
の
呼
び
か
け
に
は
応
答
し
、
家

族
も
状
況
改
善
に
向
け
て
市
区
町
村
に
相
談
す
る
な
ど
協
力
的
な
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
場
合
 
 
等
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３
 
調
査
の
報
告
 

 
上
記
２
に
よ
り
状
況
確
認
を
行
っ
た
確
認
対
象
児
童
数
、
各
児
童
の
状
況
等
に
つ
い
て
、
別
添
１

及
び
２
の
回
答
上
の
留
意
事
項
を
精
読
の
上
、
２
種
類
の
調
査
票
（
調
査
票
１
及
び
調
査
票
２
）
に

よ
り
、
報
告
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

【
調
査
票
１
】
 

以
下
の
調
査
項
目
に
つ
い
て
、
確
認
対
象
児
童
全
員
の
個
別
の
状
況
を
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 
必
須
回
答
の
調
査
項
目
 

 
 
住
所
地
都
道
府
県
名
、
住
所
地
市
区
町
村
名
、
年
齢
（
令
和
３
年
６
月
１
日
現
在
）
、
学
年
、

性
別
、
確
認
対
象
児
童
と
し
て
判
断
し
た
主
な
理
由
 

○
 
令
和
３
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
３
年

11
月

30
日
ま
で
及
び
令
和
４
年
２
月

28
日
ま
で
の

間
に
状
況
確
認
が
で
き
た
児
童
に
つ
い
て
回
答
す
る
調
査
項
目
 

 
 
居
所
都
道
府
県
名
、
居
所
市
区
町
村
名
、
状
況
確
認
が
で
き
た
年
月
日
、
状
況
確
認
が
で
き

た
方
法
、
状
況
確
認
が
で
き
た
後
に
行
っ
た
支
援
内
容
 
等
 

○
 
令
和
３
年

11
月

30
日
及
び
令
和
４
年
２
月

28
日
時
点
で
状
況
確
認
が
で
き
な
い
児
童
に

つ
い
て
回
答
す
る
調
査
項
目
 

 
 
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
へ
の
ケ
ー
ス
登
録
状
況
、
児
童
相
談
所
と
の
情
報
共
有
・
連

携
に
係
る
依
頼
状
況
、
警
察
へ
の
通
報
（
相
談
）
状
況
、
東
京
出
入
国
在
留
管
理
局
へ
の
出
入

（
帰
）
国
記
録
の
照
会
の
有
無
、
海
外
出
国
・
居
住
の
可
能
性
に
関
す
る
情
報
の
有
無
、
Ｄ
Ｖ

で
他
市
区
町
村
に
避
難
し
て
い
る
可
能
性
に
関
す
る
情
報
の
有
無
 
等
 

 

【
調
査
票
２
】
 

市
区
町
村
ご
と
に
、
以
下
の
①
か
ら
⑩
に
掲
げ
る
確
認
対
象
児
童
数
を
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。
 

①
  

確
認
対
象
児
童
の
数
 

②
  

確
認
対
象
児
童
の
う
ち
、
令
和
３
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
３
年

11
月

30
日
ま
で
の
間
に

状
況
確
認
が
で
き
た
児
童
の
数
 

③
  

確
認
対
象
児
童
の
う
ち
、
令
和
３
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
２
月

28
日
ま
で
の
間
に
状

況
確
認
が
で
き
た
児
童
の
数
 

④
  

令
和
２
年
度
に
実
施
し
た
状
況
確
認
調
査
で
状
況
確
認
が
で
き
な
い
児
童
の
数
 

⑤
  

上
記
④
の
う
ち
、
令
和
３
年

11
月

30
日
ま
で
の
間
に
状
況
確
認
が
で
き
た
児
童
の
数
 

⑥
  

上
記
④
の
う
ち
、
令
和
４
年
２
月

28
日
ま
で
の
間
に
状
況
確
認
が
で
き
た
児
童
の
数
 

⑦
  

上
記
④
の
う
ち
、
令
和
元
年
度
に
実
施
し
た
状
況
確
認
調
査
で
状
況
確
認
が
で
き
な
い
児

童
に
該
当
す
る
児
童
の
数
及
び
当
該
児
童
で
令
和
３
年

11
月

30
日
ま
で
の
間
に
状
況
確
認

が
で
き
た
児
童
の
数
 

⑧
  

上
記
④
の
う
ち
、
令
和
元
年
度
に
実
施
し
た
状
況
確
認
調
査
で
状
況
確
認
が
で
き
な
い
児

童
に
該
当
す
る
児
童
の
数
及
び
当
該
児
童
で
令
和
４
年
２
月

28
日
ま
で
の
間
に
状
況
確
認
が

で
き
た
児
童
の
数
 

⑨
  

上
記
④
の
う
ち
、
平
成

30
年
度
に
実
施
し
た
緊
急
把
握
調
査
（
再
々
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
）

で
状
況
確
認
が
で
き
な
い
児
童
に
該
当
す
る
児
童
の
数
及
び
当
該
児
童
で
令
和
３
年

11
月

3
0

日
ま
で
の
間
に
状
況
確
認
が
で
き
た
児
童
の
数
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⑩
  

上
記
④
の
う
ち
、
平
成

30
年
度
に
実
施
し
た
緊
急
把
握
調
査
（
再
々
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
）

か
ら
状
況
確
認
が
で
き
な
い
児
童
に
該
当
す
る
児
童
の
数
及
び
当
該
児
童
で
令
和
４
年
２
月

28
日
ま
で
の
間
に
状
況
確
認
が
で
き
た
児
童
の
数
 

 

※
 
市
区
町
村
内
に
対
象
児
童
が
存
在
し
な
い
場
合
も
、
調
査
表
２
を
入
力
の
上
、
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
（
都
道
府
県
名
、
市
区
町
村
名
を
入
力
し
、
確
認
対
象
児
童
数
を
「
０
」
と
す
る
）。
 

 

４
 
提
出
期
限
等
 

（
１
）
 厚

生
労
働
省
へ
の
提
出
期
限
（
期
限
厳
守
）
 

 
 
○
 
一
次
報
告
 

 
 
 
 
令
和
３
年

12
月

15
日
（
水
）（

令
和
３
年

11
月

30
日
時
点
で
の
状
況
確
認
結
果
）
 

 
 
○
 
二
次
（
最
終
）
報
告
 

令
和
４
年
３
月

15
日
（
火
）（

令
和
４
年
２
月

28
日
時
点
で
の
状
況
確
認
結
果
）
 

※
 
令
和
４
年
２
月

28
日
時
点
で
、
な
お
状
況
確
認
が
で
き
て
い
な
い
児
童
が
い
る
場
合
は
、

引
き
続
き
状
況
確
認
の
調
査
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
 

（
２
）
提
出
方
法
 

○
 
令
和
３
年
６
月
１
日
時
点
に
お
け
る
確
認
対
象
児
童
に
つ
い
て
、
当
該
児
童
に
関
す
る
情
報

及
び
状
況
確
認
の
状
況
を
と
り
ま
と
め
の
上
、
調
査
票
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 
提
出
期
限
前
に
全
て
の
確
認
対
象
児
童
に
つ
い
て
状
況
確
認
で
き
た
場
合
に
は
、
提
出
期
限

を
待
た
ず
に
調
査
票
を
更
新
の
上
、
速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
管
内
市
区
町
村
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。）

の
各
調
査

票
を
と
り
ま
と
め
の
上
、
提
出
先
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
て
に
送
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

○
 
提
出
す
る
際
の
フ
ァ
イ
ル
名
は
、「
【
○
○
県
（
市
）】

調
査
票
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
を
経
由
せ
ず
、
提
出
先
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

宛
に
直
接
送
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

○
 
送
付
の
際
の
メ
ー
ル
の
件
名
は
、「
【
○
○
県
（
市
）】

調
査
票
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
（
提
出
先
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）
 
ji
do
un
et
wo
rk
@m
hl
w.
go
.j
p 

 

５
 
調
査
結
果
の
公
表
 

 
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
と
り
ま
と
め
次
第
速
や
か
に
公
表
す
る
予
定
で
す
。
 

  
【
担
当
者
】
 

 
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
 

 
虐
待
防
止
対
策
防
止
対
策
推
進
室
 

 
自
治
体
支
援
係
 
（
内
線

48
49
/4
89
8）

 
 
℡
 
03
－
52
53
－
11
11
（
代
表
）
 

 
 
 
03
－
35
95
－
21
66
（
直
通
）
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１．「子どもの虐待防止推進全国フォーラム with ふくおか」の実施
（開催日：令和３年11月７日（日））

子どもの権利や体罰等によらない子育て等に係る基調講演､ パネルディスカッション、
トークセッション等を厚生労働省YouTubeアカウントからライブ配信を活用し、実施。

２．「児童虐待防止推進月間」標語の公表
全国公募した作品から最優秀作品を選出し、厚生労働大臣賞を授与。当該標語は、厚生
労働省や自治体等が作成する各種広報媒体に掲載。

（令和３年度：１８９ 「だれか」じゃなくて「あなた」から）

３．ポスター等の作製・配布、啓発動画の制作・展開
児童相談所虐待対応ダイヤル｢１８９（いちはやく）｣ 「体罰等によらない子育ての推

進」等の周知を図るポスター・リーフレットを作製し、全国の自治体、関係機関、関係団
体等に配布。
また、啓発用動画を制作し、メディア（SNS等）を活用し、幅広く展開。

（厚生労働省特設ＨＰ： 189-ichihayaku/ ／ no-taibatsu/）

４．映画｢１８９」とタイアップ
児童相談所虐待対応ダイヤル｢１８９（いちはやく）｣の周知を図ることで児童虐待防止推進

に資することから、令和３年12月３日（金）に全国公開された映画「１８９」とタイアップし
たポスターを作製し、全国の自治体、関係機関、関係団体等に配付。
また、本作の主人公（新人児童福祉司）を演じる俳優の中山優馬さんの月刊「厚生労働」表

紙起用、その他出演者の全国フォーラムの登壇等の児童虐待防止の啓発活動を実施。

５．オレンジリボン・キャンペーンの実施
児童虐待問題に対する理解をより一層推進するため、NPO団体や民間企業等と連携しな

がら、オレンジリボン運動をSNS等を活用し、幅広く展開。その活動の一環として、東京
スカイツリーⓇのライトアップの実施や駅構内のポスター掲示を実施。

○ 平成16年度から毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、児童虐待問題に対する社会的関心
の喚起を図るため、自治体、関係府省庁、関係団体等と連携した集中的な広報・啓発活動を実施。

○ 毎年閣議（閣議日：令和３年10月26日（火））において厚生労働大臣から各大臣に対し、月間への
積極的な協力と「オレンジリボン・バッジ」の着用を依頼。

○ 厚生労働省においては、以下の取組等を実施するとともに、自治体等に対しても、広報・啓発等の
積極的な実施について協力を依頼。

令和３年度「児童虐待防止推進月間」の主な取組

■「映画「１８９」タイアップポスター等（令和３年10月作成）

■「児童虐待防止推進月間」ポスター等（令和３年10月作成）

いちはやく

１．「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in かがわ」（仮称）の実施 （開催予定日：令和４年11月○日）
児童虐待防止及び体罰等によらない子育て等をテーマとした基調講演、分科会、「児童虐待防止推進月間」標語最優秀作品の表彰を実施予定。

香川県で現地開催することを目指し、厚生労働省YouTubeアカウントからライブ配信を活用し、オンライン視聴も可能な措置を講ずる。

２．「児童虐待防止推進月間」標語の募集、決定・公表
毎年４月～６月を応募受付期間として、全国公募した作品から最優秀作品を選出し、厚生労働大臣賞を授与。当該標語は、厚生労働省や自治体等
が作成する各種広報媒体に掲載。

３．ポスター等の作製・配布、啓発動画の制作・展開
• 毎年11月の「児童虐待防止推進月間」に向けたポスター・リーフレットの作製・配付
• 啓発用動画の制作・メディア（SNS等を含む）展開

４．当事者参加型ワークショップ等の実施
詳細事項については今後調整。

５．オレンジリボン・キャンペーンの実施
児童虐待問題に対する理解をより一層推進するため、 NPO団体や民間企業等と連携しながら、オレンジリボン運動をSNS等を活用し、幅広く展

開。その活動の一環として、東京スカイツリーⓇのライトアップの実施や駅構内のポスター掲示を実施。

令 和 ４ 年 度 の 主 な 取 組 予 定

予 算 額予 算 額
【令和３年度予算】

80百万円
【令和４年度予算（案）】

205百万円児童虐待防止対策推進事業委託費

児童虐待防止、体罰等によらない子育て児童虐待防止、体罰等によらない子育て

１．「ヤングケアラー・シンポジウム」（仮称）の実施

２．ポスター等の作製・配布、啓発動画の展開
• ポスター・リーフレットの作製・配付
• 啓発用動画の制作・メディア（SNS等を含む）展開

３．その他（ヤングケアラー‘ｓキャンプ(仮)、TVメディアコンテンツ制作等の実施を予定）

ヤングケアラーの社会的認知度向上ヤングケアラーの社会的認知度向上
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○
平
成
1
6
年
に
「
子
ど
も
虐
待
の
な
い
社
会
の
実
現
」
を
目
指
す
市
民
運
動
と
し
て
始
ま
っ
た
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
運
動
へ

の
理
解
を
広
め
る
た
め
、
認
定
N
P
O
法
人
児
童
虐
待
防
止
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
主
催
し
、
厚
生
労
働
省
が
後
援
。

○
令
和
４
（
2
0
2
2
）
年
度
も
実
施
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
国
民
に
向
け
て
幅
広
く
募
集
を
す
る
た
め
に
、
自
治
体
、
関
係
団
体

等
に
お
い
て
も
、
広
く
一
般
に
呼
び
か
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
運
動
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
外
部
サ
イ
ト
）
：
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.o
ra
n
g
e
ri
b
b
o
n
.j
p
/

○
こ
の
オ
レ
ン
ジ
色
は
、
子
ど
も
た
ち
の
明
る
い
未
来
を
示
す
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
虐
待
防
止
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
運
動
公
式
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
2
0
2
2

■
一
般
募
集

■
ユ
ー
ス
部
門
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○
乳

幼
児

頭
部

外
傷

は
重

篤
な

場
合

は
死

に
至

る
も

の
で

あ
り

、
「

子
ど

も
虐

待
に

よ
る

死
亡

時
例

等
の

検
証

結
果

等
に

つ
い

て
（

第
1
7
次

報
告

）
」

に
お

い
て

、
子

ど
も

虐
待

死
亡

事
例

（
心

中
以

外
）

に
お

け
る

直
接

の
死

因
の

う
ち

「
頭

部
外

傷
」

が
最

も
多

い
と

報
告

さ
れ

て
い

る
。

○
乳

幼
児

頭
部

外
傷

事
案

の
通

告
を

受
け

る
児

童
相

談
所

が
適

切
な

援
助

方
針

を
策

定
で

き
る

よ
う

、
判

断
す

る
際

の
基

礎
資

料
と

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
令

和
２

年
度

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
推

進
調

査
研

究
事

業
「

児
童

相
談

所
に

お
け

る
虐

待
に

よ
る

乳
幼

児
頭

部
外

傷
事

案
へ

の
対

応
に

関
す

る
調

査
研

究
（

P
w

C
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
合

同
会

社
）

」
に

お
い

て
、

全
国

児
童

相
談

所
に

よ
る

対
応

実
態

の
把

握
等

を
行

っ
た

。

○
当

該
調

査
研

究
で

は
、

児
童

相
談

所
が

受
傷

機
転

に
応

じ
た

再
発

防
止

策
を

検
討

す
る

に
あ

た
り

、
虐

待
に

よ
る

乳
幼

児
頭

部
外

傷
（

A
H

T
：

A
b
u
si

ve
 H

e
a
d
 T

ra
u
m

a
）

事
案

（
疑

い
を

含
む

）
の

場
合

は
医

師
に

よ
る

意
見

が
重

要
で

あ
る

が
、

「
地

域
に

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
先

が
な

い
、

ま
た

は
少

な
い

」
こ

と
が

課
題

の
一

つ
と

さ
れ

、
A
H

T
の

診
断

実
績

が
あ

る
医

師
に

ア
ク

セ
ス

で
き

る
よ

う
医

師
の

情
報

を
ま

と
め

、
児

童
相

談
所

に
周

知
す

る
取

組
が

期
待

さ
れ

る
等

と
の

結
果

が
と

り
ま

と
め

ら
れ

た
。

虐
待
に
よ
る
乳
幼
児
頭
部
外
傷
事
案
の
診
断
等
に
協
力
可
能
な
医
師
の
確
保
に
向
け
た
取
組

令
和

３
年

度
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

推
進

調
査

研
究

事
業

「
児

童
相

談
所

に
お

け
る

虐
待

に
よ

る
乳

幼
児

頭
部

外
傷

事
案

へ
の

対
応

に
関

す
る

調
査

研
究

」
（

実
施

主
体

：
P
ｗ

C
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
合

同
会

社
）

背
景

令
和

４
年

４
月

１
日

以
降

＜
以
下
の
新
た
な
取
組
を
開
始
＞

児
童

相
談

所
が

、
・

A
H

T
事

案
（

疑
い

を
含

む
）

の
通

告
を

受
け

、
受

傷
機

転
等

に
関

し
医

学
的

な
助

言
や

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
等

の
意

見
を

得
る

こ
と

を
求

め
る

場
合

、
・

A
H

T
事

案
（

疑
い

を
含

む
）

の
対

応
に

向
け

て
事

前
に

医
師

と
の

関
係

構
築

を
希

望
す

る
場

合
、

賛
同

が
得

ら
れ

た
学

会
よ

り
、

近
隣

の
医

師
等

を
児

童
相

談
所

に
紹

介
い

た
だ

く
。

106

IHVWI
テキスト ボックス
資料15



1

○ ヤングケアラー支援体制強化事業の創設【新規】
➢ ヤングケアラーの実態調査・支援研修の推進
・ 実態調査又は福祉・介護・医療・教育等の関係機関（要対協構成機関も含む）職員がヤングケアラーについて学ぶための研修等を実

施する地方自治体に対して財政支援を行う。

➢ ヤングケアラーの支援体制の構築（モデル事業の実施）
・ 地方自治体におけるヤングケアラーの支援体制を構築するため、モデル事業として、地方自治体に関係機関と民間支援団体等との

パイプ役となる「ヤングケアラー・コーディネーター」を配置 / ピアサポート等の悩み相談を行う支援者団体への支援 / ヤングケアラー

同士が悩みや経験を共有し合うオンラインサロンの設置運営･支援 等に財政支援を行う。

○ ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業の創設【新規】
・ 表面化しにくいヤングケアラーの孤独・孤立を防ぎ、継続した相談・支援体制を構築するため、民間団体等で全国規模のイベントやシ

ンポジウム等を開催し、地域ごとの当事者、支援者同士の相互交流を促すことにより、ヤングケアラーの相互ネットワークの形成を図る。

○ ヤングケアラーに関する社会的認知度の向上 【拡充】 ※児童虐待防止対策推進事業委託費に計上

・ 令和４年度から令和６年度までの３年間を「集中取組期間」として、中高生の認知度５割を目指し、ヤングケアラーの社会的認知度の

向上に向けた集中的な広報啓発を実施。

○ ヤングケアラー支援体制強化事業の創設【新規】
➢ ヤングケアラーの実態調査・支援研修の推進
・ 実態調査又は福祉・介護・医療・教育等の関係機関（要対協構成機関も含む）職員がヤングケアラーについて学ぶための研修等を実

施する地方自治体に対して財政支援を行う。

➢ ヤングケアラーの支援体制の構築（モデル事業の実施）
・ 地方自治体におけるヤングケアラーの支援体制を構築するため、モデル事業として、地方自治体に関係機関と民間支援団体等との

パイプ役となる「ヤングケアラー・コーディネーター」を配置 / ピアサポート等の悩み相談を行う支援者団体への支援 / ヤングケアラー

同士が悩みや経験を共有し合うオンラインサロンの設置運営･支援 等に財政支援を行う。

○ ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業の創設【新規】
・ 表面化しにくいヤングケアラーの孤独・孤立を防ぎ、継続した相談・支援体制を構築するため、民間団体等で全国規模のイベントやシ

ンポジウム等を開催し、地域ごとの当事者、支援者同士の相互交流を促すことにより、ヤングケアラーの相互ネットワークの形成を図る。

○ ヤングケアラーに関する社会的認知度の向上 【拡充】 ※児童虐待防止対策推進事業委託費に計上

・ 令和４年度から令和６年度までの３年間を「集中取組期間」として、中高生の認知度５割を目指し、ヤングケアラーの社会的認知度の

向上に向けた集中的な広報啓発を実施。

令和４年度予算（案）

ヤングケアラーの支援に向けた令和３年度第１次補正予算及び令和４年度予算（案）の概要

令和３年度第１次補正予算

○ 子育て世帯訪問支援臨時特例事業の創設【新規】 ※子育て支援対策臨時特例交付金に計上
・ 訪問支援員（仮称）が、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が

抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未

然に防ぐ。

○ 子育て世帯訪問支援臨時特例事業の創設【新規】 ※子育て支援対策臨時特例交付金に計上
・ 訪問支援員（仮称）が、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が

抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未

然に防ぐ。

○ 家事・育児等に対して不安・負担を抱えながら子育て等を行う家庭が増加しており、子どもの養育だけではなく、保護者（妊産婦を含
む）自身が支援を必要とする家庭が増加している。

○ こうした需要に対応するため、訪問支援員（仮称）が、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケア
ラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養
育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。

事業概要

子育て世帯 訪問支援臨 時特例 事業 （概要 ）

・家事支援（食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等）

・育児支援（保育所等の送迎支援や地域の母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供等を含む）

家事・育児等に対して不安・負担を抱えた要支援家庭及び支援の必要性の高い妊産婦

令和３年度第１次補正予算 ６０２億円の内数（子育て支援対策臨時特例交付金）

実施主体

市町村（NPO法人や社会福祉法人等に委託可）

支援対象

支援内容

補助割合

国：１／２、都道府県：１／４、市町村：１／４

補助基準額（案）

訪問支援費用 １時間当たり 1,500円（3,000円）

交通費 １件当たり 930円（1,860円）

事務費（管理費）１事業所当たり 564,000円

※所得等に応じた利用者負担軽減を行った場合には、訪問支援費用及び交通費について
補助額の加算を実施。
括弧書きは生活保護世帯に対して利用者負担軽減を実施した場合の補助基準額 家事支援のイメージ 育児支援のイメージ

（参考）支援の様子
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ヤングケアラー（注）の支援体制を強化するため、実態調査又は福祉・介護・医療・教育等の関係機関（要対協構
成機関も含む）職員がヤングケアラーについて学ぶための研修等を実施する地方自治体に対して、財政支援を行う。

１．事業内容

２．補助額等

令和４年度予算（案）：212億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

３．事業イメ－ジ

ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 強 化 事 業 【 新 規 】
（ ヤ ン グ ケ ア ラ ー 実 態 調 査 ・ 研 修 推 進 事 業 ）
ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 強 化 事 業 【 新 規 】
（ ヤ ン グ ケ ア ラ ー 実 態 調 査 ・ 研 修 推 進 事 業 ）

3

（１）実態調査・把握
➀実 施 主 体 都道府県、市区町村
②補助基準額 １都道府県、指定都市あたり 7,491千円

１中核市・特別区あたり 4,038千円
１市町村あたり 2,250千円

③負 担 割 合 国：１／２、実施主体（自治体）：１／２

ﾔ ﾝ ｸ ﾞ ｹ ｱ ﾗ -

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰは、支援が必要で
あっても表面化しにくい構
造。支援策を検討するため、
まずは都道府県・市区町村
単位での実態調査を実施。

■福祉事務所
■地域包括ケアセンター
■市町村保健センター
■児童相談所
■児童福祉施設
■社会福祉協議会
■民生・児童委員
■保健所
■司法関係機関 等

■学校
■教育委員会
■ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
■ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

■病院
■医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
■訪問介護員

■その他関係機関
■民間団体 等

都 道 府 県
市 区 町 村

※下記事業のいずれかを実施した場合に補助。事業委託も可。

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-の支援にあたっては、福祉・介護・医療・教育等関係機関職員に
よるｱｳﾄﾘｰﾁが重要。ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰに気付く体制を構築するため、以下に類する
機関の職員に対して、ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰの発見や支援策に係る研修等を実施。

関係機関（福祉・介護・医療・教育等）

（１）実態調査・把握

（２）関係機関職員研修

（注）：本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども

（２）関係機関職員研修
➀実 施 主 体 都道府県、市区町村
②補助基準額 １都道府県、指定都市あたり 4,025千円

１中核市・特別区あたり 2,356千円
１市町村あたり 1,695千円

③負 担 割 合 国：１／２、実施主体（自治体）：１／２

地方自治体におけるヤングケアラーの支援体制の構築を支援するため、
・ 地方自治体に関係機関と民間支援団体等とのパイプ役となる「ヤングケアラー・コーディネーター」を配置
し、ヤングケアラーを適切な福祉サービスにつなぐ機能の強化（当該コーディネーターへの研修もセット）

・ ピアサポート等の悩み相談を行う支援者団体への支援
・ ヤングケアラー同士が悩みや経験を共有し合うオンラインサロンの設置運営･支援 等に財政支援を行う。

１．事業内容

２．補助額等

令和４年度予算（案）：212億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

３．事業イメ－ジ

4

（１）ヤングケアラー・コーディネーターの配置
➀実 施 主 体 都道府県、市区町村
②補助基準額 １都道府県、指定都市あたり 17,637千円

１中核市・特別区あたり 11,291千円
１市町村あたり 6,312千円

③負 担 割 合 国：２／３ 、実施主体（自治体）：１／３

（２）ピアサポート等相談支援体制の推進
➀実 施 主 体 都道府県、市区町村
②補助基準額 １都道府県、指定都市あたり 7,261千円

１中核市・特別区あたり 4,923千円
１市町村あたり 2,539千円

③負 担 割 合 国：２／３ 、実施主体（自治体）：１／３

（３）オンラインサロンの運営・支援
➀実 施 主 体 都道府県、市区町村
②補助基準額 １都道府県、指定都市あたり 3,794千円

１中核市・特別区あたり 2,582千円
１市町村あたり 1,710千円

③負 担 割 合 国：２／３ 、実施主体（自治体）：１／３

ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 強 化 事 業 【 新 規 】
（ ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 構 築 モ デ ル 事 業 ）
ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 強 化 事 業 【 新 規 】
（ ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 構 築 モ デ ル 事 業 ）

※下記事業のいずれかを実施した場合に補助

連
携

ｺ - ﾃ ﾞ ｨ ﾈ - ﾀ -
ﾔ ﾝ ｸ ﾞ ｹ ｱ ﾗ - ･
ｺ - ﾃ ﾞ ｨ ﾈ - ﾀ -

把握・発見したﾔﾝｸﾞｹｱﾗ
-を適切な支援に繋ぐ

地方自治体（福祉
事務所等）に配置

ｵ ﾝ ﾗ ｲ ﾝ ｻ ﾛ ﾝ

SNS･ｱﾌﾟﾘ等を活用
した集い・語りの場

地方自治体が自ら運営
又はNPOや民間団体等
が行う活動への支援

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-

連
携

ﾋ ﾟ ｱ ｻ ﾎ ﾟ - ﾄ

当事者･支援者の
民間団体等が行う
活動を支援

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-に寄り添い､
必要な相談支援を行う

運
営
・
支
援

適切な支援

相談・支援 相談・悩み共有

配置
支
援

都 道 府 県
市 区 町 村
都 道 府 県
市 区 町 村
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表面化しにくいヤングケアラーの孤独・孤立を防ぎ、継続した相談・支援体制を構築するため、民間団体等で全国規
模のイベントやシンポジウム等を開催し、地域ごとの当事者、支援者同士の相互交流を促すことにより、ヤングケア
ラーの相互ネットワークの形成を図る。

（内 容）

① 地方自治体に対するヤングケアラー支援に関する啓発

② 地方自治体、ヤングケアラー、支援者・当事者団体との相互交流・発展

③ ヤングケアラーに対する相談支援の推進、地方自治体による相談機能の強化 等

※ 民間事業者等の提案により具体的な内容を決定。

法人（公募により選定）

国：定額（10／10相当）

１．事業内容

２．実施主体

令和４年度予算（案） ：0.1億円（ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業）

３．補助率

ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業【新規】ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業【新規】

5

地域ごとの当事者、支援者が相互に交流し、
悩みや課題を共有できる機会を設けること
で、全国的な相互ネットワークを形成し、
ヤングケアラーの孤独・孤立の防止するこ
とにつなげる。

児童虐待防止対策等推進広報啓発事業【拡充】児童虐待防止対策等推進広報啓発事業【拡充】

① 198回通常国会において「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、親権者等による体罰
の禁止が法定化され、さらに、衆議院及び参議院の附帯決議において、体罰が子どもに与える影響について広く国民が理解できるよう啓
発活動に努めることが定められた。これを受け、令和２年度から国民が「しつけのための体罰」を行わない子育てについて広く理解でき
るよう、体罰等によらない子育てについて様々な広告媒体を活用した広報啓発を行っているが、令和２年度の調査研究において、法改正
により体罰が禁止されたことへの認知度は約２割に止まり、引き続きの広報啓発が求められることから、令和４年度においても体罰禁止
の背景にある「なぜ、体罰は許されないのか」を伝えることで体罰の禁止についての社会的認知度をより一層高め、もって児童虐待防止
対策の推進に寄与することを目的とする。

② ヤングケアラーについては、令和２年度「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において、中高生の８割以上が「ヤングケアラー
について、聞いたことがない」と回答しており、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるためには、子ども自身はもちろ
ん、周囲の大人も含め、ヤングケアラーの社会的認知度の向上が極めて重要と考えられる。そこで「ヤングケアラーの支援に向けた福
祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」とりまとめ報告において、令和４年度から３年間を「集中取組期間」とし、ヤングケ
アラーの社会的認知度の向上に集中的に取り組むこととしており、年間を通じて、様々な広告媒体を活用した広報啓発を行い、社会的認
知度を高めることをもってヤングケアラーの普及推進に寄与することを目的とする。

（広報啓発内容）

ⅰ ポスター・リーフレット等の製作・配付

ⅱ テレビＣＭ、インターネット広告等を活用したより幅広い普及啓発

ⅲ 全国フォーラム/シンポジウムの開催等を通じた普及啓発

※ 事業者等の提案に基づき、事業実施予定。

国（公募により､委託事業者を選定）

１．事業内容

２．実施主体

6

令和４年度予算（案）：2.1億円（児童虐待防止対策推進事業委託費）
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○
こ
れ
ま
で
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
調
査
研
究
で
は
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
要
対
協
」
と
い
う
。
）
や
教
育
現
場
等
へ
の
実
態
調
査

の
ほ
か
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
早
期
発
見
・
支
援
に
活
用
す
る
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
調
査
研
究

に
お
い
て
は
、
今
後
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
自
治
体
、
教
育
委
員
会
、
学
校
等
多
機
関
連
携
の
重
要
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

○
そ
の
一
方
、
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
自
治
体
等
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
認
知
か
ら
適

切
な
機
関
へ
の
引
継
（
情
報
提
供
）
、
支
援
ま
で
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
な
ど
が
な
い
状
況
に
あ
る
。

現
状
・
課
題

多
機

関
連

携
に

よ
る

ヤ
ン

グ
ケ

ア
ラ

ー
へ

の
支

援
の

在
り

方
に

関
す

る
調

査
研

究
(
令

和
３

年
度

)
多

機
関

連
携

に
よ

る
ヤ

ン
グ

ケ
ア

ラ
ー

へ
の

支
援

の
在

り
方

に
関

す
る

調
査

研
究

(
令

和
３

年
度

)

目
的

事
業
概
要

実
施
主
体

○
多
機
関
連
携
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
現
状
把
握
（
特
に
、
多
機
関
連
携
に
お
け
る
課
題
、
ニ
ー
ズ
、
工
夫
等
）

○
パ
イ
ロ
ッ
ト
版
の
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
、
当
該
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
モ
デ
ル
事
業
の
実
施

○
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
完
成
・
周
知

①
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
つ
い
て
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査

多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
（
課
題
、
ニ
ー
ズ

等
）
を
知
る
た
め
に
９
つ
の
対
象
（
※
）
に
向
け
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。

②
パ
イ
ロ
ッ
ト
版
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
作
成

③
モ
デ
ル
事
業
の
実
施

パ
イ
ロ
ッ
ト
版
の
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
活
用
し
、
モ

デ
ル
事
業
実
施
自
治
体
（
３
自
治
体
程
度
）に
協
力
を
依
頼
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
試
行
。

④
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
事
業

実
施
報
告
書
の
作
成

モ
デ
ル
事
業
に
よ
る
試
行
結
果
を
踏
ま
え
、
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支

援
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
最
終
化
。
事
業
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
報
告
書
を
作
成
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
基
に
、
先
行
研
究
等
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
た
知
見
も
踏
ま
え
、

パ
イ
ロ
ッ
ト
版
の
多
機
関
連
携
に
よ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
。

※
関
係
機
関
（
要
対
協
、
市
区
町
村
の
高
齢
福
祉
部
門
・
障
害
福
祉
部
門
、
教
育
委
員
会
）
及
び
支
援
担
当
者
（
ケ
ア
マ
ネ
、
相
談
支
援
専
門
員
、
S
S
W
、
M
S
W
、
P
S
W
等
）

注
：
本
事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
学
識
経
験
者
や
自
治
体
関
係
者
等
に
よ
る
検
討
委
員
会
及
び
作
業
部
会
を
設
置
。
文
部
科
学
省
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
、
連
携
し
て
実
施
。

年
度
内
に
そ
れ
ぞ
れ
３
回
程
度
開
催
予
定
。

有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ
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○
子
ど
も
本
人
を
対
象
と
し
た
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
全
国
調
査
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
度
に
初
め
て
実
施
し
、
世
話
を
し
て
い
る
家
族
が
「
い
る
」
と
回
答
し
た

の
は
、
中
学
２
年
生
５
．
７
％
、
全
日
制
高
校
２
年
生
４
．
１
％
で
あ
っ
た
な
ど
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

○
他
方
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
は
中
高
生
に
限
ら
な
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
小
学
生
や
大
学
生
を
対
象
と
し
た
全
国
調
査
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
年
代
の
家
族

ケ
ア
の
状
況
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。

○
ま
た
、
大
人
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
家
庭
に
お
い
て
子
ど
も
が
担
っ
て
い
る
家
事
や
家
族
の
ケ
ア
の
負
担
に
気
付
き
、
必
要
な
支
援

に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
社
会
的
認
知
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
社
会
全
体
に
お
け
る
認
知
度
を
調
査
し
た

結
果
（
い
わ
ゆ
る
「
足
元
の
数
字
」
）
は
存
在
し
な
い
。

現
状
・
課
題

ヤ
ン

グ
ケ

ア
ラ

ー
の

実
態

に
関

す
る

調
査

研
究

(
令

和
３

年
度

)
ヤ

ン
グ

ケ
ア

ラ
ー

の
実

態
に

関
す

る
調

査
研

究
(
令

和
３

年
度

)

目
的

事
業
概
要

実
施
主
体

小
学
生
及
び
大
学
生
に
対
す
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
調
査
並
び
に
一
般
国
民
を
対
象
と
し
た
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
認
知
度
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
の

結
果
を
踏
ま
え
て
、
各
年
代
へ
の
幅
広
い
支
援
策
や
社
会
全
体
に
対
す
る
広
報
戦
略
を
検
討

小
学
生
調
査
（
令
和
４
年
１
月
～
）

全
国
の
公
立
小
学
校
か
ら
３
５
０
校
程
度
層
化
抽
出
し
、
当
該
学
校
に
通
う
６
年
生
を
対
象
に
、
ふ
だ
ん
の

生
活
、
家
庭
や
家
族
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
調
査

小
学
校
調
査
（
令
和
４
年
１
月
～
）

大
学
生
調
査
（
令
和
３
年
１
２
月
～
）

一
般
国
民
調
査
（
令
和
３
年
１
２
月
～
）

全
国
の
２
０
代
以
上
の
男
女
を
対
象
に
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
認
知
度
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
態

度
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
を
発
見
し
た
後
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
調
査

注
：
本
事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
学
識
経
験
者
や
自
治
体
関
係
者
等
に
よ
る
検
討
委
員
会
を
設
置
。
文
部
科
学
省
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
、
連
携
し
て
実
施
。

年
度
内
に
３
回
程
度
開
催
予
定
。

株
式
会
社
日
本
総
合
研
究
所

全
国
の
公
立
小
学
校
か
ら
３
５
０
校
程
度
層
化
抽
出
し
、
当
該
学
校
の
職
員
等
を
対
象
に
、
支
援
が
必
要

だ
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
へ
の
対
応
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
調
査

全
国
の
大
学
か
ら
４
０
０
校
程
度
層
化
抽
出
し
、
当
該
大
学
に
通
う
３
年
生
を
対
象
に
、
ふ
だ
ん
の
生
活
、

家
庭
や
家
族
の
こ
と
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
認
識
な
ど
に
つ
い
て
調
査
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